
平成25年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況

資産の評価と負債の管理について～主に府民の将来負担の観点から～

総括表　 【平成27年３月18日現在】

件数 措置 経過報告 件数 措置 経過報告

（１）未収金（貸付金を除く）の検討並びにその検討結果 7 4 3 32 22 10

（２）棚卸資産の検討並びにその検討結果 2 2

（３）出資金等の評価の検討並びにその検討結果 2 2

（４）貸付金の検討並びにその検討結果 5 3 2 25 13 12

（５）固定資産（貸付金を除く）の検討並びにその検討結果 1 1 3 2 1

（６）未収金に係る延滞金及び延滞金相当の遅延損害金について 1 1

項　　　　目
監査の結果 意　見

（注１）監査の結果･･･①合規性、②３Ｅ（経済性・効率性・有効性）の観点から、是正・改善を求めるもの
　　　  意見･･････････監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと
（注２）措置･･････････監査の結果等をもとに措置を行ったもの又は措置の方針を決定したもの
        経過報告･･････措置又は措置の方針を検討している経過を報告するもの
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

２．未収金（貸付金を除く）の検討並びにその検討結果 

（4） 個々の未収金の検討の結果 

【政策企画部】

① 将来負担

の額に集計し

た額 

以下の未収金については、回収できない蓋然性が相

当程度高いことから、回収可能性という意味での資産

性は乏しく、回収可能と考えられる金額を基に評価す

べきである（意見番号１）。 

                  （単位：千円） 

債権名 
平成24年度

末残高 

内、将来負担と

して集計した額

青少年海洋センターファミ

リー棟指定管理者納付金 

10,517 10,517 

合計 10,517 10,517 
 

本未収金については、一般債権に分

類するのが妥当と判断し、債権回収

を進めている。 

平成25年度においては、税務局税政

課債権特別回収・整理グループと連

携した債権回収に努め、承認した分

割納付計画書に基づき、630千円を回

収済。（平成25年度末残高9,887千円）

また、「債務承認及び分納誓約書」

においては、納付予定日までに納付

が行われない場合には、分割納付の

承認を取消した上で、残額債権を一

括で請求し、状況に応じて滞納処分

を行う旨を明記しており、引き続き、

着実な債権回収に努めている。 

措置 

② 青少年海

洋センターフ

ァ ミ リ ー 棟

指定管理者納

付金等につい

て 

 

青少年海洋センターファミリー棟の指定管理者であった債務

者が指定管理者として納付すべき納付金等を滞納したことによ

るものである。 

平成24年度末現在10,517千円の収入未済による債権が存在す

るが、当該債権は平成21年度分の納付金、及び当該納付金の不納

付による損害賠償金等からなる。 

平成24年４月19日に債務承認及び分納誓約書が提出され、総額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 

2／47 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【政策企画部】

 

 

【財務部】 

で10,717千円の債務が存在すること、平成24年３月23日から毎月

５万円程度、平成26年４月30日に9,468千円の納付により完済す

ることが確認されている。当該債務承認及び分納誓約書によれ

ば、平成24年度末現在（平成25年５月31日現在）の債権残高は

9,918千円となるはずであるが、分納についても遅延が発生して

いるため、想定残高とは一致しない。 

当該債務者については、金融機関等他の債権者にも債務がある

が、大阪府は特段担保を有しておらず、また、納付に充当できる

目立った資産も認められない状況である。 

決算書を閲覧したところ、平成24年度末で債務超過であり少な

くとも３か年連続して赤字を計上していること、平成24年度の財

務諸表の作成時点での回収状況を前提とすると、回収に要する期

間が非常に長期に亘ることから、将来の回収の見込みは相当不確

実であると考えられたはずである。したがって、平成24年度末現

在においては、 

当該債権の全額の回収は困難であると判断すべきで

あった（意見番号２）。 

 

本債権のような未収金の発生を防止し、債権を保全

する観点からは、例えば、指定管理契約の継続の判断

に当たって、資力の状況についてできるだけ客観的に

チェックを行うためのチェックリスト 等を作成すべ

きである（意見番号３）。 

 

本未収金については、一般債権に分

類するのが妥当と判断し、債権回収

を進めている。 

平成25年度においては、税務局税政

課債権特別回収・整理グループと連

携した債権回収に努め、承認した分

割納付計画書に基づき、630千円を回

収済。（平成25年度末残高9,887千円）

また、「債務承認及び分納誓約書」

においては、納付予定日までに納付

が行われない場合には、分割納付の

承認を取消した上で、残額債権を一

括で請求し、状況に応じて滞納処分

を行う旨を明記しており、引き続き、

着実な債権回収に努めている（意見

番号２）。 

 

平成25年度包括外部監査における

指摘をふまえ、平成26年３月に「公

の施設の指定管理者制度に係る運用

マニュアル」を改正し、指定管理契

約の継続判断に当たり、指定管理者

の資力にかかる状況を確認する際の

参考となるチェックリスト例を追記

した（意見番号３）。 

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

【総務部（現

財 務 部 を 含

む。）】 

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の未収金の一部については、回収できない又は

回収が困難と認められる蓋然性が相当程度高いものも

あることから、当該債権に関しては、回収可能性とい

う意味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる金

額を基に評価すべきである（意見番号４）。 

                  （単位：千円） 

 

債権名 
平成24年度

末残高 

内、将来負担 

として集計

した額 

退職手当返納金に係る延納利息 19,203 9,601 

退職手当返納金に係る延滞金 1,512 756 

土地貸付料 9,845 1,555 

土地貸付料に係る延納利息 3,819 629 

合計 34,379 12,541 

退職手当返納金については、債務

者が高齢の年金生活者であり、また

資力が乏しいという状況から勘案す

れば、弁済できない可能性が高いと

判断せざるを得ないことから、平成

24年度から評価性引当金取扱要領に

よる「貸倒等懸念債権」に該当する

ものとして区分するとともに、残額

の半分を要引当金とした。 

土地貸付料については、会計局及

び債権回収・整理チーム等の関係部

局と協議調整を行った上で、個々の

債務者の資力や財産の現況等、客観

的な状況を勘案して回収可能性の判

断を行うとともに、回収可能と考え

られる金額を基に評価すべきである

ことを基本的な考え方とした。 
土地貸付料等の未収金の一部につ

いては、債務者の生活実態や経済事

情等から、回収可能性が乏しいと判

断せざるを得ないことから、評価性

引当金取扱要領による「貸倒等懸念

債権」に該当するものとして区分し、

所用額を要引当金とした。 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

② 退職手当

返納に係る延

納利息等の回

収努力につい

て 

【総務部】 

部局の説明によれば、当該債権は、退職手当返納に係る履行延

期に伴い生じた延納利息であるが、本来の債務者である元職員の

死亡により遺族に引き継がれたものである（元本約30,000千円は

回収済み。）。この延納利息等（20,715千円）については、退職手

当返納金の元本回収を優先的に行った結果、未収となっている

が、年２回定期的に文書による催告を行っているものの、電話や

訪問等は行っていない。 

現状は当該未収金に係る回収努力は十分であるとま

では言えない。今後、積極的に電話や訪問等による催

促、分納交渉等についても検討すべきであると考える

（意見番号５）。 

 

 

 

 

退職手当返納金については、指摘

を踏まえ、催促の方法や分納交渉等

について検討を行ったが、債権者の

所在等を把握できていること、債権

者の収入状況に変更がないこと等か

ら、従前どおり、引き続き催促を行

い債権の回収に努めていく。 

 

 

 

 

措置 

③ 土地貸付

料の回収可能

性について 

【財務部】 

府有財産の貸付けに伴って発生する土地貸付料に係る収入の

未済は、平成24年度末現在で、9,845千円である。債権の中には、

平成12年度、平成14年度、平成18年度、平成20年度の調定以降一

度もその納付がないものが含まれていた。具体的には、平成12年

度以降滞留している債権が2,542千円、平成14年度以降滞留して

いる債権が120千円、平成18年度以降滞留している債権が37千円、

平成20年度以降滞留している債権が412千円の計3,111千円であ

る。最長で10年以上回収がないという事実に加え、これらの債権

については、個々にみても、財産らしい財産がない債務者、経営

する事業が不振の状況にある債務者、生活保護受給者、非常に高

齢の年金受給者等、全額が回収可能であると判断できる根拠が実

質的にも乏しいと考えられた。所属へのヒアリングによれば、過

去から回収可能と判断している債権であるが、上記の事情に鑑み

ると、全額が回収可能であるとは判断し難い。 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

債権の回収可能性は過去からの前例に従うのではな

く、個々の債務者の資力や財産の現況に応じて適切に

判断すべきであり、あくまで回収可能性の判断時点で

の客観的な状況をみて判断すべきである（意見番号

６）。 

債権については、個々の債務者の

資力や財産の現況等、客観的な状況

を勘案して回収可能性の判断を行う

こととする。 
今後とも引き続き、債権の回収に

努めていく。 

措置 

④ 契約締結

時に貸付料が

未収となるリ

スクをできる

限り低減する

方策を検討す

べき 

【財務部】 

土地の貸付けに伴って回収が困難と見込まれる債権の存在が

認められる。不法占拠の解消を第一義的な目的とした賃貸借契約 

である等、個々に事情はある。しかしながら、府民にとって重要

な資産である土地の貸付けによって本来得るべき貸付料の収入

が未収となり、府民の負担が生じることがないよう、方策を検討

すべきである。 

現状では、大阪府においては、特段土地等の不動産の貸付けに

伴い保証人を取ることはしていない。また、一部の契約において

賃貸料の滞納が生じているにもかかわらず、債務不履行を要件と

する契約解除を行っていないものもある。 

新たに契約を行う場合においては、不動産の貸付け

に伴う契約段階で借主の資力調査を行うことや所得証

明を入手すること、連帯保証人をつけること、十分な

保証金を取ること、契約時に貸付料の前払いを徹底す

ること、契約書において一定期間滞納した場合には契

約を解除して、強制退去を求めること等、契約締結時

に貸付料が未収となるリスクを極力低減する方策を検

討すべきである（意見番号７）。  

債権という資産の保全、公有財産の有効活用の観点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
滞納リスクを極力低減するための

措置として、契約時に貸付料の前払

いを推進することとし、その旨を平

成26年３月に改訂の「公有財産事務

の手引き」に記載した（意見番号７、

８）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

から、大阪府における保証の考え方として、貸付料が

未収となるリスクを極力低減する方策を整理し、「公有

財産事務の手引き」に明記すべきであると考える（意

見番号８）。 

【福祉部】 

① 将来負担

として集計し

た額 

 

 

以下の未収金については、回収が困難であると認め

られる蓋然性が相当程度高いことから、回収可能性と

いう意味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる

金額を基に評価すべきである（意見番号９）。 

                 （単位：千円） 

債権名 
平成24年

度末残高 

内、将来負担とし

て集計した額 

補助金交付決定額の一部

取消に伴う返還命令金 

112,374 11,592

合計 112,374 11,592
 

未収金について、法人は返済の意

思を有しており、これまで、返済額

についての継続的な協議を行ってき

ている。 

引き続き、返済額について、法人

と協議を行い、確実な回収に努めて

いく。 

措置 

② 補助金交

付決定額の一

部取消に伴う

返還命令金に

ついて 

【福祉部】 

当該債権は、社会福祉法人Ａに対する補助金の不正受給の返還

命令に伴うものである。当該不正受給は当時の理事長の独断によ

る単独かつ悪質な不正であり、共謀者である施設工事の発注先業

者である代表取締役は法人外部にあることから、新体制となった

現状の法人に対する恩情的な心情は理解できる。しかしながら、

あくまでも補助金の交付対象は当該社会福祉法人に対するもの

であり、不正受給の大阪府に対する返還責任は当該社会福祉法人

にある。そこで、大阪府は府民の負担を増加させないためにも当

該債権の債権者として債権の保全に向けた毅然とした対応が必

要である。この点について、現状において以下の点について問題
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

がある。 

（イ）現状では、平成22年3月24日付大阪府知事宛「返

済方法に関する文書」において、返済額は毎月一定額

と決算時に「決算後１月以内に当期資金収支差額の

50％を納付する。」と定められている。当該文書が大阪

府と当該社会福祉法人との間で返済方法を定めた唯一

のものであるが、平成24年度決算に係る納付がただち

に行われていなかった（結果番号１）。 

 

法人との連絡を密にし、返済文書

に記載どおりの返還に遺漏の無いよ

うに努める。 

 

経過報告 

【福祉部】 （ロ）現状は（イ）のとおり、決算時には「当期資金収支差額」

の50％を納付するものとされているが、「当期資金収支差額」は

社会福祉法人会計基準によれば他の会計区分や経理区分への繰

入、積立金の積立て等法人の意思決定に基づく資金拠出や資金流

出を行った残額である。つまり、当該「当期資金収支差額」はな

んらかの積立を行う等法人の判断により恣意的に調整可能な金

額である。 

債権の保全の観点からは「当期資金収支差額」では

なく、他の会計区分や経理区分への繰入控除前の「経

常活動資金収支差額」の一定割合にするなど、法人の

恣意的な判断により返済額が調整されないような工夫

し、より確実に債権の回収ができるように返済額を設

定することが必要である（意見番号10）。 

また、「当期資金収支差額」を前提として決算毎の返済額を確

定する以上、「当期資金収支差額」の信頼性、つまり、当該社会

福祉法人の財務諸表の信頼性が確保されていなければならない。 

当該社会福祉法人においては過去元理事長によって不正が行わ

 

 

 

 

 

 

 

法人の判断により返済額が調整さ

れることのないよう、今後の返済額

の考え方について、法人と協議を行

っている。 

また、財務諸表に関しては、法人

指導を担当する地元市とも情報交換

を行い財務状況を確認していく（意

見番号10、11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

れた事実、大阪府が１億円超にものぼる多額の債権を有している

点に鑑み、 

より積極的に財務諸表の信頼性を担保するための取

組みが必要であると考える（意見番号11）。 

【福祉部】 （ハ）所属に対するヒアリングからは、現状では当該社会福祉法

人の事業運営の安定性や継続性の確保が必要との認識から、当該

法人が他に有する多額の債務（（独）福祉医療機構に対する借入

金１億円強と個人からの借入金２億円）の返済を確実に行うこと

に配慮している等、監査人には、他の債務の状況を必要以上に配

慮しているように感じた。所属も認識しているとおり、 

他の債務と大阪府が有する債権との間に優劣関係は

ないのであるから、より積極的に回収交渉をすること

が必要である（意見番号12）。 

 

 

 

 

 

返済の考え方について、法人と協

議を行っているところであり、引き

続き返済額の見直しに向けて協議を

行っていく。 

 

 

 

 

 

経過報告 

③ 児童福祉

法第56条徴収

金負担金（助産

施設入所者負

担金）について

【福祉部】 

大阪府では、国が定めた所得区分別の徴収金に準じて原則的に 

各市町村の福祉事務所が決定した負担金を徴収しているが、毎年

徴収できずに時効が完成する債権が数件存在する。これは、これ

まで、所属では催告状のうち返送されたものについては、市町村

にその調査を依頼するものの、なおも所在不明の債務者に対して

は、調査を継続せず、状況を追及していなかったことが一因であ

る。現在は、所在不明の債務者の追跡が進められ、少なくとも債

務者のうち１名だけが所在不明の状況にまで至っている。このよ

うに、これまでは、継続的に、債務者の特定、現況の調査、及び、

債権回収に向けた粘り強い対応が十分に行われていたとは言い

難い。 

大阪府として、他の入所者や他の債務者との公平性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年８月以降、所在不明の債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

の観点や他の所属における債権の回収事務の状況と照

らして、非常にアンバランスであることから、まずは

所在不明の債務者の特定に向け、各市町村と連携し継

続的に調査を行うとともに、既に判明している債務者

に対しては、適時に回収に向けた督促を行う必要があ

る（意見番号13）。 

務者の特定に向け、各市町村担当課

を通じて所在調査を行っている。 

既に判明している債務者に対して

は、各市町村と連携しながら、債務

者の状況確認等を行い、適時に回収

に向けた督促を行っている。 

【健康医療部】

① 将来負担

として集計し

た額 

 

 

 

 

以下の未収金の一部については、回収できないある

いは回収が困難と認められる蓋然性が相当程度高いも

のもあることから、当該債権については回収可能性と

いう意味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる

金額を基に評価すべきである（意見番号14）。 

                 （単位：千円） 

債権名 
平成24年度末

残高 

内、将来負担とし

て集計した額 

原爆被爆者手当金返納金 15,773 15,773 

合計 15,773 15,773 
 

債務者への催告に加え、手当金振

込口座について、金融機関への預金

照会を行い、残金の有無や相続手続

きの有無等について調査を行い、回

収に努めるとともに、必要に応じた

法的措置も検討する。 

 

 

 

 

経過報告 

② 原爆被爆

者手当金返納

金について 

【健康医療部】

原爆の被爆者が６千数百名府内におり、原子爆弾被爆者に対す

る援護に関する法律（以下、「原爆法」という。）上の定めに基づ

き毎月原爆被爆者手当金を給付している。原爆被爆者が死亡した

場合、役所への届け出の他、原爆法上大阪府へ届けをする必要が

あるが、この手続きを行わない遺族が多く、一時的に過払いとな

った時の返納金が当債権の内容である。 

現在、新公会計制度に基づく報告上、債権回収整理

計画上、また債権有高通知上、いずれも未収金として

 

 

 

 

 

 

債務者が特定でき、調定している

額を未収金として報告している。 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

認識し報告している金額が債権として認識すべき金額

とは異なっている。未収金の金額が7,000千円程度過少

となっているため、適切に処理すべきである（結果番

号２）。 

当該債権はその多くで時効を迎えていること、また、

相続人の支払意思がないものが殆どであることから、

全額回収可能性があるとしている現状の判断は妥当で

はない（意見番号15）。 

債務者への催告に加え、手当金振

込口座について、金融機関への預金

照会を行い、残金の有無や相続手続

きの有無等について調査を行い、回

収に努めるとともに、必要に応じた

法的措置も検討する（結果番号２、

意見番号15）。 

【商工労働部】

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の未収金については、回収できない蓋然性が相

当程度高いことから、回収可能性という意味での資産

性は乏しく、回収可能と考えられる金額を基に評価す

べきである（意見番号16）。 

（単位：千円） 

債権名 
平成24年度末

残高 

内、将来負担とし

て集計した額 

補助金返還金（Ａ社） 63,633 31,816 

補助金返還金（Ｂ社） 12,303 12,303 

合計 75,936 44,119 
 

【補助金返還金（Ａ社）】 

平成24年度末時点においては、Ａ

社の資産状況等を十分に把握するに

至らなかったため、「評価性引当金取

扱要領（平成23年３月30日会計第

3897号）」に基づき、貸倒等懸念債権

として引当金額を債権額の半額とし

ていたが、平成25年度において、同

社との交渉の中で同社の資産状況等

をある程度把握することができた結

果、回収できない蓋然性が相当程度

高いと判断したため、平成25年度末

時点の評価性引当金報告書において

引当金額を債権額の全額とした。 

【補助金返還金（Ｂ社）】 

定期的な返還交渉など債権回収の

ための努力は続けているが、監査結

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

果を踏まえ「評価性引当金取扱要領

（平成23年３月30日付け会計第3897

号）」に基づき、債権分類を一般債権

から貸倒懸念債権とし引当金額を

50％とした。 

今後とも適切な債権管理を行い、

債権回収に努める。 

② Ａ社によ

る補助金等返

還金に係る債

権について 

【商工労働部】

 

 

 

 

 

 

 

商工労働部では、Ａ社に対して、補助金返還金の収入の未済に

よる債権が存在する。当該補助金は、企業立地の促進を目的とし

た補助金であり、その支給要件として、一定期間の操業を条件と

しているが、この条件に反して操業を停止した場合に課される補

助金の返還金とペナルティとしての加算金が本件の内容で、平成

24年度末現在の同社に対する残高は63,633千円である。 

現在、所属は、履行延期し分割納付により回収しようとしてい

るが、そもそも債務承認が得られていない。なお、他の部局にお

いても50百万円程度という多額の未収金を抱えており、そちらも

同じく滞留している。 

債務者である会社の代表取締役社長の言によると債務者には

財産と呼べる財産がないとのことであり、大阪府以外にも多数の

債権者が存在し多額の債務を有している。さらに、複数の他の債

権者が既に不動産や動産の差押えをしていた事実も判明した。 

このように、実質的には経営破綻の状況に陥ってお

り、債権の回収は非常に厳しいにもかかわらず、回収

可能性はあるとした判断は誤っている（意見番号17）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年度末時点においては、Ａ

社の資産状況等を十分に把握するに

至らず、一方で同社が営業を継続し

ていることから、回収可能性がない

とは言えないと判断していたが、平

成25年度において、同社との交渉の

中で同社の資産状況等をある程度把

握することができた結果、債権の回

収は非常に厳しいと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

【環境農林水

産部】 

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の未収金については、回収できない蓋然性が相

当程度高いことから、回収可能性という意味での資産

性は乏しく、回収可能と考えられる金額を基に評価す

べきである（意見番号18）。 

（単位：千円） 

債権名 
平成24年度末

残高 

内、将来負担として

集計した額 

原状回復事業弁償金 381,698 277,198 

合計 381,698 277,198 
 

平成26年３月末現在、41,937,580

円を回収可能債権として評価してい

る。 

なお、回収できない蓋然性が相当

程度高いと見込まれた339,685,571

円については、大阪府財務規則第33

条の規定に基づき、平成26年３月30

日付で不納欠損処理を行った。 

措置 

② 原状回復

事業弁償金に

ついて 

【環境農林水

産部】 

当該債権は、生活環境保全上の支障が生じ又は生じるおそれが

あり、行為者等が措置を講じなかったため、廃棄物の処理及び清

掃に関する法律（以下、「廃棄物処理法」という。）第19条の８第

１項の規定に基づき緊急に廃棄物の除去を行なった行政代執行

に要した経費を本来処理すべき者に求償したもの。当該債権は債

務者７名に対するものであり、平成24年度末現在の債権金額は総

額で381,698千円。 

所属では、当該債権の個々の債務者について現況を把握した上

で、債務者の資力の現況や現状の生活の状況等から判断し国税徴

収法第153条第１項第２号に定める事由に該当するとして、その

債権の一部 については滞納処分の停止を行っている。そこで、

債権の回収可能性について（公財）産業廃棄物処理事業振興財団

の基金より交付金として充当された金額を除く全額回収困難で

あると判断している。 

しかしながら、この回収可能性に関する判断は誤っている。 

現状では、大阪府は当該交付金257,621千円を控除

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来的に大阪府が負担することに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

し、さらに、今後見込まれる返済額を考慮して、将来

的に大阪府が負担することになる額は104,499千円で

あると判断しているが、あくまで257,621千円は過去の

決算で収入に計上済であることから、将来的に大阪府

が負担することになる額は現状の債権総額の381,698

千円と今後見込まれる返済額の差額であると判断され

るべきであった（結果番号３）。 

なる額として、現状の債権総額から

既に返済が行われた額を除いた差額

である41,937,580円を平成25年度末

決算において、不能欠損引当金とし

て改めて計上した。 

【都市整備部】

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の未収金については、回収が困難であると認め

られる蓋然性が相当程度高いことから、回収可能性と

いう意味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる

金額を基に評価すべきである（意見番号19）。 

（単位：千円） 

債権名 平成24年度末残高
内、将来負担として

集計した額 

都市整備費雑入 14,309 7,504 

合計 14,309 7,504 
 

平成25年度決算整理において、本

債権の回収計画の内容を考慮し、未

収金の債権分類を一般債権から貸倒

懸念債権に分類するとともに、会計

局と協議の上、「評価性引当金取扱要

領」に基づき、債権額の５割にあた

る700万余円を要引当金額として計

上した。 

 

 

措置 

② 都市整備

費雑入につい

て 

【都市整備部】

平成18年に本件債務者は、府道八尾枚方線、都市計画道路寝屋

川大東線において、道路損傷行為を起こした。大阪府は、同じく

道路管理者である門真市と共同で道路復旧工事を行ったが、その

工事費用は本来本件債務者が負担すべきものであることから、道

路法第58条第１項に基づき平成19年４月６日付で原因者負担命

令をし、収入の調定を行った。大阪府に帰属する当初の収入調定

額は17,775千円であり、これまで3,466千円の返済を受けている

が、うち3,396千円は自動車損害保険金による損失補てんであり、
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

債務者自身からの返済は70千円にとどまる。平成24年度末の債権

残高は14,309千円。 

同債務者は、平成24年10月12日付で債務承認及び分納誓約書を

提出しているが、他の地方公共団体（門真市）にも本件事故を原

因とする80百万円にものぼる多額の債務を有していることもあ

り、現状は当該債務者からの申出等も考慮し、分納額を月10千円

と定めている。現状の返済条件によれば、完納までおよそ120年

もの期間が必要となる。また、当該債務者には不動産等の目立っ

た資産はない。このような状況の中、現状所属では、債権全額に

ついて、回収可能性があると判断している。 

しかしながら、これらの状況に鑑みると、当該債権

の全額の回収は極めて困難であると判断すべきであ

り、回収可能性についての判断は誤っているといえる

（意見番号20）。 

 

現在の債務者の職業や収入等は不明ということであり、債権区

分の判断に当たって、また、分納額の交渉に当たって、債務者の

職業等の情報は極めて重要な情報である。このように、重要な情

報を把握していない状況で、適切に債権管理を行っているといえ

るのか、債権回収に向けた有効な交渉を行いうるかは、疑問であ

る。確かに所属に地方税法に定めるような強制捜査権はないもの

の、 

適切に債権管理と債権回収を行う上では、債務者の

現況を継続して、かつ、可能な限り網羅的に把握する
よう努めるべきである（意見番号21）。 

 

 

 

債務者は平成24年の債務分割承認

からこれまで一度も延滞なく賠償金

の支払いを継続しているが、今後も

引き続き分割納付計画に基づき着実

な履行の監視に努める（意見番号

20）。 

 

また、平成26年８月末、同事件の

債権者である門真市とともに債務者

に現在の職業や収入等生活状況につ

いてヒアリングを行ったところ、分

割債務承認当時と変わりないことが

判明し、現時点での返済額の増加は

不可能であると判断した。 

しかしながら、今後、収入の向上

や臨時収入があれば、返済額の増加

や一時金を納入するよう指導を行

う。 

引き続き、債務者と定期的に連絡

をとり、債務者の生活状況等を把握

し、適正な債権管理に努める（意見

番号21）。 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

 

 

措置 



平成２５年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 

15／47 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

③ 港湾施設

使用料につい

て 

【都市整備部】

平成24年度末の港湾施設使用料に係る未収金額98,702千円（港

湾整備特別会計における残高も含む。）の中には、当初調定日か

ら現在に至るまで５年以上経過しているものもあり、かつ、その

間も使用者に継続して港湾の使用を認めている事例も見受けら

れた。 

「港湾施設取扱要領」（昭和46年10月４日制定）によると、少

なくとも年２回は使用料の納付を行わなければならない規定と

なっており、大阪府港湾施設条例第18条には知事が指定する期日

までに使用料を納付しない者にはその許可を取り消すことがで

きるという規定がされているものの、特段上記のとおり長期にわ

たる未収を抱える使用者に対して使用許可の取消は行っていな

い。 

使用許可の取消処分を検討の俎上に載せて取消しの

検討対象とする基準等、統一的な運用ルールを作成の

上、分納等の履行が滞る状態の事業者については、使

用許可の取消処分を行うことを検討すべきある（意見

番号22）。 

 

使用料の滞納があり、分納等の履

行が滞る事業者への対応として、こ

れを類型化し、月毎及び年度毎の許

可の更新の取り扱いについて、次の

とおり、統一した運用ルールを作成

した。 

（港湾局における運用ルール） 

使用料の滞納がある使用者への使

用許可 

使用料の滞納が生じている使用者

への許可の可否については、以下の

基準により判断するものとする。 

ア 催告にもかかわらず滞納が３か

月以上におよび担保提供又は納付

誓約書、分納誓約書等の提出がな

い場合は、許可の更新を行わない。

イ 特段の理由がなく、分納誓約に

基づく分納の履行が中断された場

合は、許可の更新を行わない。 

ウ 分納誓約を下回る分納額とな

り、年間納付額が１年間の使用料

の総額を下回ることが確実になっ

た場合は、許可の更新の可否につ

いて、局幹部会に上申し判断を得

る。 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

この運用ルールの具体化を図るた

め、港湾局における事務執行の基本

事項を記載している「港湾施設取扱

要領」を平成26年９月に改定すると

ともに、新たに平成26年７月、「港湾

局債権回収整理マニュアル」を策定

し、各々にルールの位置づけを行い、

統一的な事務執行ができるよう体制

を整えた。 

 

④ 内部統制

の視点からの

チェック機能

の充実につい

て 

（ロ）報告書15

の全体的な整

合性について 

【都市整備部】

私債権（貸付金以外）（鳳土木事務所）における土地使用料

121千円について、本来、破産更生債権であるが、一般債権と

して区分されていた。なお、不納欠損引当金は債権全額を計上

しているため、特段評価には問題はない。 

債権の評価について、大阪府は現在実務的な定着を図ってい

こうとする段階であり、現状においては上記のとおり、各種マ

ニュアルや考え等が十分に浸透していない状況と見受けられ

る。 

そこで、適切に決算を行う上で、都市整備部の関係

する所属においては、債権の評価等主観性や見積りが

介在するような事務については、その事務の客観性が

より担保されるよう十分に検討されることが望まれる

（意見番号23）。 

平成25年度決算整理において、本

債権の回収が極めて困難であること

から、未収金の債権分類を破産・更

生債権に分類するとともに、「評価性

引当金取扱要領」に基づき、債権の

全額を要引当金額として計上した。

また、年次決算整理における債権

の分類については、個別の債権の状

況に応じて適切に分類するととも

に、債権の回収及び整理に関する条

例及び同条例施行規則に基づく「債

権回収・整理計画」における債権区

分と整合を図るよう周知し客観的な

評価が担保できるよう努めている。

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

【住宅まちづ

くり部】 

① 将来負担

として集計し

た額 

 

以下の未収金の一部については、回収できないある

いは回収が困難と認められる蓋然性が相当程度高いも

のもあることから、回収可能性という意味での資産性

は乏しく、回収可能と考えられる金額を基に評価すべ

きである（意見番号24）。 

（単位：千円） 
 

債権名 
平成24年度末

残高 

内、将来負担とし

て集計した額 

府営住宅使用料及び損

害金（入居者） 

822,187 109,788

府営住宅駐車場使用料 392,646 6,774

府有財産賃貸借契約に

係る賃貸料及び延滞金

2,624 2,624

合計 1,217,457 119,186

府営住宅使用料及び損害金（入居

者）については、関係部署と監査人

の意見を踏まえ検討中（意見番号

24）。 

 

府営住宅駐車場使用料については

監査での指摘を踏まえ、平成25年度

末時点において回収可能と考えられ

る金額を基に評価した（意見番号

24）。 

 

府有財産賃貸借契約に係る賃貸料

及び延滞金に係る未収金について

は、平成25年度決算において、評価

性引当金取扱要領第５条に基づき、

貸倒等懸念債権に分類し、不納欠損

引当金を計上した。今後とも債権の

回収に向けた取り組みを継続すると

ともに、債務者の状況確認や財産調

査等を踏まえ、回収困難な場合は徴

収停止の手続きも検討する（意見番

号24、25）。 

経過報告 

 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

 

措置 

② 府有財産

賃貸借契約に

係る賃貸料及

び延滞金につ

いて 

【住宅まちづ

くり部】 

府有財産賃貸借契約に係る賃貸料及び延滞金の原債務者は、第

三債務者に対して有すると主張する債権の回収を図るために、訴

訟を提起した。そのため、大阪府は当該債権に対して債権差押命

令申立による強制徴収手続を実施したが、原債務者の敗訴が確定

し、取立債権が消滅してしまった。また、当該第三債務者以外の

者に目立った債権等を有していないことから、現時点では差し押

さえるべき財産もなく、徴収停止や債権放棄等の手続きも検討す

る必要がある状況にある。 

これらの状況に鑑みると、現状においては、当該債

権は、債権回収整理計画上回収対象債権としているこ

とから回収努力は当然ながら継続する必要があるが、
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

当該債権の回収可能性は極めて困難であると判断すべ

きであった（意見番号25）。 

④ 府営住宅

使用料及び損

害金（入居者）

について 

【住宅まちづ

くり部】 

（イ）府営住宅に係る債権は府営住宅の借主である原契約者が既

に死亡、若しくは長期間連絡がつかない状況にある債権、さらに

原契約者が既に死亡が判明していても相続人が居所不明若しく

は連絡がつかないという状況にある債権である。当該住居に人が

生活しているような形跡や事実は特に認められず、残置家財が府

営住宅を不法占拠している状況にある。現状は原契約者の死亡が

確認されたものについては、家賃相当額を住宅損害金として、現

契約者の死亡が確認されていないものについては、住宅使用料と

して、収入の調定を行っている。 

相続人等が特定され、連絡先が判明している分については、残

置家財の撤去を申し出、住宅損害金の納付書は当該相続人等に送

付している。一方、相続人等が特定されず、連絡先が判明してい

ない分については、住宅使用料又は住宅損害金の納付書は原契約

者の登録先、すなわち、府営住宅の当該住居に送付している。当

然ながら、後者については誰も受取人がおらず返送されてくるの

みである。 

この状況において、監査人は四点の問題があると考えた。 

第一の問題点は、そもそも、当該状況が判明した時点、少なく

とも、名義人である原契約者の死亡を確認した時点で適時適法な

住宅返還に向けた手続をしていなかった点である。また、この問

題に関連し、適時適法に住宅返還を進めるための事務手続や事務

フローが確立されていない点も問題である。 

即刻、適時適法に住宅返還を進めるための事務手続

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、住宅返還を進めるための事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

や事務フローを確立し、当該状況の合法的な解消に向

けた具体的な手続を進める必要がある（意見番号26）。 

 

第三の問題点は、相続人等が特定されず、連絡先が判明してい

ない分について、住宅使用料又は損害金の名目で収入の調定を行

っている点である。現状は、所属では概念上の残置家財の相続人

を納入義務者として収入の調定を行っているが、具体的な人物を

特定できておらず、収入の調定を行う上での法的要件を満たして

いるか疑義が残る。監査人は、対外的に積極的に取引することを

目的としていない残置家財を債権の相手方として認識し、収入の

調定を行うことは誤っているという意見を有している。 

また、法的手続により残置家財を相手方として住宅使用料又は

損害金の賠償請求を行ったとしても、相続人等が特定されない又

は存在しない場合、府が回収可能な金額は残置家財の処分価値の

範囲内に限られることとなり、残置家財の処分価値を超えて回収

できる可能性は無い。したがって、少なくとも、 

残置家財の処分価値を超えて収入の調定を続けるこ

とは不合理である（意見番号27）。 

 

第四の問題点は、相続人が不明又は支払いに応じない場合の未

収金の回収について、現状は大阪府営住宅条例第８条で定められ

た保証人に対する請求が行われていない点である。このような場

合には、 

少なくとも、原契約者である契約名義人が死亡する

前に現に発生していた住宅使用料の収入の未済につい

務手続き、事務フローを定めたマニ

ュアルを作成中（意見番号26）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

残置家財の処分価値を超えて収入

の調定を続けることは不合理である

という意見に対し、関係部署と検討

中（意見番号27）。 

 

 

 

契約名義人が死亡した住宅の明渡

しを進めるとともに、明渡し後、債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

ては、当該保証人に対して保証の履行を求めるべきで

ある（意見番号28）。 

（ロ）このように、当該債権は原契約者である契約名義人が既

に死亡あるいは連絡が途絶えている状況、また、相続人について

も居所不明あるいはそのほとんどにおいて直近１年間の入金が

ないこと等からも客観的に支払意思がないと認められる状況に

あることから、今後の回収は極めて困難であると考えられる。そ

こで、 

当該債権のうち、少なくとも本監査で検討の対象と

した35件109,788千円は、回収可能性はないものとし

て、破産更生債権に分類すべきである（結果番号４）。 

付随的に、当該35件109,788千円が過去不納欠損処理されてい

たとすれば、 

現在の一般債権の回収可能性にも影響を及ぼすこと

になる（意見番号29）。 

つまり、過去不納欠損処理されていれば、不納欠損・貸倒実績率

の算定に影響が及ぶことになる。現状府営住宅使用料及び損害金

（入居者）に係る不納欠損・貸倒実績率はゼロとされているが、

不納欠損・貸倒実績率が所定の方式により算出されることによっ

て、一般債権についても所要の額が回収困難と見込まれることと

なる。 

権回収を委託している弁護士法人か

ら保証人に対する請求を行う予定

（意見番号28）。 

 

 

 

 

 

指摘の35件について、引き続き、

相続人調査を進めており、その結果

を踏まえて対応を検討（結果番号４、

意見番号29）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 

 

⑤ 府営住宅

使用料及び損

害金（退去者）

について 

府営住宅の退去者に係る債権回収事務は、外部の弁護士法人に

委託されている。所属では、消滅時効経過後、不納欠損基準に基

づき担当者が個別に交渉過程等を確認し、支払拒否、所在不明等

の案件を不納欠損対象とし、決裁のうえ、所属として判断してい
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

【住宅まちづ

くり部】 

る。しかしながら、この業務に当たって具体的な運用ルールを明

文化したものがないため、統一的な取扱いが確保されない可能性

を否定できない。 

不納欠損処理がどの担当者が担っても適切に行われ

るよう、また、担当者が交代しても事務に支障をきた

すことがないよう、不納欠損処理のための具体的で統

一的な運用のルールを策定する必要がある（意見番号

30）。 

平成26年３月に大阪府債権の回収

及び整理に関する条例が改正された

ことにより、これまでの不納欠損基

準に基づく不納欠損から、条例によ

る債権放棄によって不納欠損を行う

ことに変更した。 

今後は全庁統一した債権放棄のル

ールによって事務を進める予定。 

措置 

⑥ 府営住宅

駐車場使用料

について 

【住宅まちづ

くり部】 

（イ）最も古い債権である平成18年度に発生した府営住宅駐車場

使用料は、平成23年度に時効期限を迎えているにもかかわらず、

不納欠損処理が一度も行われていない。その一因としては、所属

では府営住宅使用料の滞納者と合致する債務者がいないかどう

かの把握を行っていなかったことから、個々の債権の回収可能性

に関する判断がこれまで適時適切に行われていなかったことが

あげられる。申込の承認時には家賃滞納がないことは確認してい

るとのことであったが、 

府営住宅駐車場使用料に係る債権の回収可能性を適

切に判断するためには、回収可能性の判断時点におい

て府営住宅駐車場使用料に係る債務者の中に府営住宅

使用料の滞納者と合致する債務者がいないかどうかの

把握を行う必要がある（意見番号31）。 

 

また、当該府営住宅駐車場使用料に係る債務者の中には、自己

破産者が存在する。「府営住宅使用料不納欠損基準」によれば、

破産事実は不納欠損処理の事由に該当するが、平成24年３月５日

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25年度決算において、府営住

宅駐車場使用料に係る債務者の中に

府営住宅使用料の滞納者と合致する

債務者がいないかどうかを把握し、

債権の回収可能性を適切に判断した

（意見番号31）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 

22／47 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

に策定された「大阪府府営住宅駐車場使用料不納欠損処理基準」

には、破産事実が不納欠損の事由にあたると規定されていない。

破産事実が処理基準に規定されていなかったことが、所属がこれ

まで不納欠損処理を一度も行っていない一因である。 

適切な債権管理のために、「大阪府府営住宅駐車場使

用料不納欠損処理基準」の速やかな改訂が必要である

（結果番号５）。 

 

 

 

 

（ロ）以上のとおり、当該債権のうち、少なくとも自

己破産者に係る債権566千円については、不納欠損処理

すべき債権であり、破産更生債権に分類すべきである

（結果番号６）。 

 

また、時効を迎えた債権6,208千円については、当該

債権の回収可能性は殆どなく、回収可能性についての

判断も誤っている（結果番号７）。 

 

 

 

 

平成26年３月に「大阪府府営住宅

駐車場使用料不納欠損処理基準」を

改訂し、平成25年度に破産事実を確

認できた滞納者の債権822,560円に

ついて不能欠損処理を実施した（結

果番号５）。 

 

自己破産者に係る債権について

は、平成25年度決算において、上記

のとおり不納欠損処理を実施した

（結果番号６）。 

 

平成25年度決算において、時効を

迎えた債権全額を破産更正債権へ分

類した（結果番号７）。 

 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

措置 

【会計局】 

① 回収可能

性の判断の実

務の定着に向

けた取組みに

ついて 

各部局、各所属ではいまだ回収可能性についての判

断の実務、これらの回収可能性に係る判断を受けての

債権の区分方法、債権回収整理計画上の区分と新公会

計制度上の分類、両者の対応関係、相違点とが十分確

実に浸透していないと見受けられるため、会計局会計

指導課は、これらについて各所属及び新公会計制度推

平成26年度より、決算整理に関す

る説明会とこれまで別途開催してい

た新公会計制度に関する研修会を一

体として開催（３日間、全所属対象）

し、債権回収に係る判断等も含め、

各部局の新公会計制度に対する理解

措置 



平成２５年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 

23／47 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

進者に浸透する取組みを引き続き強力に進めることが

期待される（意見番号44）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

の向上を図った。 

また、日常の業務において生じる

疑問や課題に対応するため、「新公会

計制度事務マニュアル」を作成し、

全所属に配付した。特に、同マニュ

アル内に、「評価性引当金における債

権の分類」の項目を設け、詳細な説

明を行った。 

今後も、こうした研修やマニュア

ル配付等を通じ、各部局の理解を深

めるよう努める。 

３．棚卸資産の検討並びにその検討結果 

（3） 個々の棚卸資産の検討の結果 

【政策企画部】 政策企画部危機管理室では、災害救助基金として相当数の救助

用物資を有している。具体的には、煮炊き不要の非常用食品約87

万食、毛布約57万枚等を含む約４百８十万点、金額にして、16億

６千７百万円。 

物資の保管状況について、月に１度現地へ赴き保管倉庫の見取

り図により外観上の物資の状況は把握しているとのことである

が、棚卸は過去一度も実施したことはない。物資、具体的には、

非常用食品や毛布等、消費者の生活に密着するものであることか

らこそ、一般的に盗難、流用の危険性が相対的に高いものと懸念

する。 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

数量の相違はこれまでなかったとのことであるが、あくまでも 

数量の確定は棚卸手続を経て行うべきである（意見

番号45）。 

現地での現物点検を毎年１回（９

月頃）実施することとし、今年度に

おいては、平成26年９月16日から次

の日程で点検を実施した。 

(1) 南部広域防災拠点 

（平成26年９月16～17日） 

(2) 北部広域防災拠点 

（平成26年９月17日） 

(3) 中部広域防災拠点 

（平成26年９月18日～19日） 

次年度以降も同様に現物点検を実

施し、適正に管理を行っていく。 

措置 

【住宅まちづ

くり部】 

平成24年度末時点で保有する棚卸資産について、平成25年度中

の販売実績を検討したところ、帳簿価額と販売価額との間に大き

な乖離が認められた物件があった。 

当該物件の概要としては次のとおりである。 

（イ）物件名：りんくうタウンＡ3（保安大横） 

（ロ）用地区分：事業用地 

（ハ）街区名：商業業務 

（二）号地：泉佐野市 

（ホ）面積：6,285.63㎡ 

（へ）帳簿価額（平成24年度末、販売当時）：1,126,360千円 

（㎡当たり単価179千円） 

実際の販売価額は930,000千円（㎡当たり単価147千円）であっ

たことから、単純に帳簿価額と販売価額との差から得られる販売
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

に伴う損失額は196,360千円に上ることになる。帳簿価額に対す

る販売価額の比率（販売価額／帳簿価額）としては82％（Ａ）で

あった。 

りんくうタウンには、本監査報告書作成時点でなお55,821㎡に

のぼる棚卸資産（金額5,510,306千円）が存在することから、 

府民に対する行政の責任として、当該差異の発生原

因の分析を行い、より適切に時価評価が行われるよう

にその後の評価に活用すべきである（意見番号46）。 

 

販売価格と帳簿価格の差異につい

て分析をしたところ、鑑定において

近隣地域の地価水準を170千円／㎡

程度とし、当該物件では、商業背後

地で顧客導線から外れていること、

またインフラ整備が必要なこと、と

いった個別要因により、近隣地価水

準より減額している。 

今後とも、より適切に時価評価に

活用できるよう取引のあった物件の

鑑定の分析を行っていく。 

措置 

 

４．出資金等の評価の検討並びにその検討結果   

 （2） 検討の結果 

③ 出資証券

等の所在場所

の把握につい

て 

【商工労働部】

有価証券で現物のある証券については、大阪府財務規則第140

条の規定により会計局を通じてりそな銀行に保護預けしている

が、その際に会計局からは預かり証の交付を受けている。また、

その他の書類等（例：領収書、原本が出資先で保管されている場

合にはその写し等）については、会計局の金庫に保管されている

ケースもあれば、各所属の金庫に保管されているケースもある。

このように、出資に係る書類等が保管されている場所は複数あ

る。 

この点について、商工労働部へのヒアリングによれば、担当者

が全てその所在場所については把握しているが、特に書面として

一覧表にしたようなものはないとのことであった。特定の担当者
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

だけが把握しているというのでは、担当者の変更やその他不測の

事態が生じた場合に、その所在を適時適切に把握できないリスク

がある。そこで、 

個々の出資の状況や出資に係る書類等の保管場所を

まとめた一覧表を作成し管理することが望まれる（意

見番号47）。 

 

 

 

部内各所属において、出資状況や

出資にかかる書類の保管場所を取り

まとめたものを一覧表等にまとめ、

管理することとした。 

 

 

 

措置 

④ 地方公共

団体金融機構

の純資産額 

【都市整備部】

地方公共団体金融機構へは２つの特別会計から出資され、それ

ぞれ下水道室、港湾局が所管している。下水道室は平成23年度決

算数値を基に出資金を評価し、港湾局は平成24年度決算数値を基

に出資金の評価している。 

出資金の評価については「出資金の減額に関する取扱要領」第

６条の規定により、「直近の財務諸表」により行うことが規定さ

れているものの、決算期間中のいつ時点までに入手できた情報を

決算に反映させるかという具体的なルールはない。しかしなが

ら、 

評価は部局横断的に同じ資料に基づいて統一的に行

う必要があるため、同じ団体に出資している所属間で

は、大阪府の決算上同一の直近の財務諸表に基づき出

資金の評価を行っているか、相互に情報の共有を図り

調整すべきである（意見番号48）。 

 

 

 

 

 

 

平成25年度決算整理において法人

出資金の評価を行う際、「直近の財務

諸表」の数値を基に評価を行うべく、

府の決算整理と同年度（平成25年度）

の財務諸表を基に評価を行うことと

した。 

 また、「報告書３ 出資金」及び「報

告書４ 法人等出資金評価減」におい

て、同一団体に出資している所属間

で齟齬がないか確認し、適正な事務

処理に努めている。 

 

 

 

 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

５．貸付金の検討並びにその検討結果 

（3） 個々の貸付金の検討の結果 

【政策企画部】

① 将来負担

として集計し

た額 

 以下の貸付金については、回収が困難と認められる

蓋然性が相当程度高いことから、回収可能性という意

味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる金額を

基に評価すべきである（意見番号49）。 

（単位：千円） 

債権名 債権総額
内、将来負担として

集計した額 

災害援護資金市町村貸付金

（被災者への生活再建資金

の貸付） 

59,653 39,967 

合計 59,653 39,967 
 

災害援護資金貸付金については、

内閣府の内諾を得、平成26年３月４

日付で大阪府と豊中市で３年間の履

行期限の延長を締結したところ。 

債権額は、平成26年１月６日付で

豊中市長より回収不能の場合は期限

内に豊中市より償還する旨の文書を

徴取していることから、回収可能と

判断する。 

措置 

② 災害援護

資金市町村貸

付金について 

【政策企画部】

災害援護資金市町村貸付金は、阪神淡路大震災が発生した際、

災害弔慰金の支給等に関する法律（以下、単に「法」という。）

の規定に基づき災害援護資金の貸付けの財源として、豊中市に貸

付けたもの。償還期間は据置期間を含め10年であるが、阪神淡路

大震災の発生から20年弱が経過しようとしている中、いまだ５千

９百万円もの未済額が残っている。この間に、既に２回償還期限

の延長が行われており、現時点での返還期限は平成26年３月及び

平成26年９月とされている。 

当該貸付は市町村が事業者となって被災者等に貸付けるスキ

ームであることから、貸付の直接の相手先は市町村である。当該
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

貸付契約には市町村が法第13条第１項に定める免除を行った場

合には、大阪府が当該市町村に対してその免除した金額に相当す

る額の貸付金の償還を免除するという規定が定められている。免

除の申請については、各市町村が債務者の資力と支払能力を確認

し、大阪府に免除を申請するという流れとなっている。 

所属へのヒアリングによれば、過去豊中市から２度免除の申請

があり、免除の実績があり、本貸付については、豊中市が兵庫県

に近接していることから被害が大きく、これにより貸付の件数が

多いこと、また、被災者の高齢化により償還が思うように進んで

いないとの説明を受けた。一方で、貸付先の豊中市からは返還の

内諾を得ていることから、その全額が回収可能であると判断して

いるとのことである。しかしながら、過去２度返還期限を延長し

ており、次回の返還期限についても再々延長が検討されている事

実や、平成24年度の財務諸表作成時点では書面での返還の合意が

取られていない点を踏まえると、 

当該債権については、全額回収可能であるとは判断

しがたく、より慎重にその回収可能性を判断すべきで

あったと考える（意見番号50）。 

 

また、当該貸付金の回収可能性の判断に当たっては、

個々の債務者の状況について、貸付先である市町村に

照会の上、資力等の現況や今後の免除予定等も踏まえ

て行うべきである（意見番号51）。 

 

 

 

 

 

 

災害援護資金貸付金については内

閣府の内諾を得、平成26年３月４日

付で大阪府と豊中市で３年間の履行

期限の延長を締結したところ。 

債権回収は豊中市が債権管理条例

に則し、債務者について現地調査を

含めた現況調査を行い、粘り強く納

付交渉を継続している。仮に回収が

不能の場合は、未済額について豊中

市が償還する旨の文書を平成26年１

月６日付で徴取している（意見番号

50、51）。 

 

償還免除については、平成26年３

月26日の第186回国会 災害対策特別

委員会で償還免除の質疑があり、現

在、内閣府と財務省の間でその扱い

を協議中である（意見番号51）。 

 

 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

【府民文化部】

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の貸付金の一部については、回収できないある

いは回収が困難と認められる蓋然性が相当程度高いも

のもあることから、当該債権については回収可能性と

いう意味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる

金額を基に評価すべきである（意見番号52）。 

                 （単位：千円） 

債権名 債権総額 
内、将来負担として

集計した額 

大阪府大学修学奨学金

貸付金（未収金を含む）

538,452 16,642 

大阪府育英会貸付金 33,138,375 994,151 

合計 33,676,827 1,055,793 
 

奨学生であった者の死亡や生活困

難等の理由により、回収が困難とな

る可能性があることから、回収可能

と考えられる金額を基に評価した。

措置 

【福祉部】 

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の貸付金の一部については、回収できないある

いは回収が困難と認められる蓋然性が相当程度高いも

のもあることから、当該債権については回収可能性と

いう意味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる

金額を基に評価すべきである（意見番号53）。 

（単位：千円） 

債権名 債権総額

内、将来負担

として集計し

た額 

大阪府高齢者住宅整備資金貸付金 37,993 71 

大阪府理学療法士及び作業療法士

修学資金貸付金 

17,434 17,434 

「大阪府高齢者住宅整備資金貸付

金」については、時効を迎えた債権

（整理対象債権）は、評価性引当金

に計上している。 

また、債権放棄にあたっては整理

対象債権だけでなく、時効を迎えて

いない債権（回収対象債権）も併せ

て取組む必要があるため、回収可能

な債権と回収が困難と認められる債

権の見極めを行っている。 

「大阪府理学療法士及び作業療法

士修学資金貸付金」については、債

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

大阪府介護福祉士等修学 

資金貸付金 

103,609 103,609 

大阪府身体障がい者更生 

資金特別貸付金 

48,009 48,009 

合計 207,045 169,123 
 

権の全額を貸倒懸念債権と位置づ

け、その半分について貸倒引当金を

計上している。 

「大阪府介護福祉士等修学資金貸

付金」については、交渉が難航して

いる19名の債権額を貸倒懸念債権と

位置づけ、その半分について貸倒引

当金を計上している。 

「大阪府身体障がい者更生資金特

別貸付金」については、回収の可能

性を見極めるための調査を府社協に

依頼している。 

② 大阪府高

齢者住宅整備

資金貸付金に

ついて 

【福祉部】 

当該貸付は、大阪府高齢者住宅整備資金貸付規則により昭和48

年に開始されたものであり、現在は当該規則も廃止され、制度と

しては終了している。現在では、当該貸付金は全て当初の返済期

日を迎えていることから、収入の未済として繰越調定され37,993

千円全額が未収金として認識されている。 

所属へのヒアリングによれば、当該債権の時効期間は10年であ

るが、時効を迎えたものとして処理している債権については、全

額回収可能性がないと判断しているが、時効を迎えていないもの

でも、返済見込みがないもの、若しくは返済の可能性が低いもの

があるとのことであった。 

そもそも所属において適切に現況調査できていない

ことから個々の債務者の状況を網羅的に正確に追跡で

きていない（結果番号８）。 

 

 

 

 

 

 

返済が滞っている債務者に連絡を

とり、状況把握を行っている。 

また、借受人、連帯保証人あるい

は相続人が所在不明となっている案

件については、戸籍謄本等を取寄せ

所在調査を行っている（結果番号８）

。 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

また、時効が到来していない債権について、個々の債務者から

具体的な返済計画が提出されていないものもある。そこで、今後

の調査によっては回収不能と判断される可能性があり、現状の回

収可能性に係る判断は網羅的に正確に行われているとはいえな

い。 

所属は個々の債務者等の状況を網羅的に正確に把握

し、個々の債権について今後の回収に向けた具体的な

方策を策定する必要がある（意見番号54）。 

また、今後同様の状況に陥らないように、 

定期的に債務者の現況調査をするなど、個々の債務

者等の状況を網羅的に正確に把握する方策、仕組みを

検討する必要がある（意見番号55）。 

なお、現状は個々の債権について、適切に債務者の現況把握が

できていないため、回収可能性についての判断を適切に行い得な

い状況であるが、 

過去の実績に基づく不納欠損・貸倒実績率の計算も

誤っていることから、いわゆる一般債権の回収可能性

の判断についても誤っている（結果番号９）。 

 

 

返済が滞っている債務者に連絡を

とり、状況把握を行っている。また、

連絡が取れない債務者については、

訪問を予定している（意見番号54）。

 

返済が滞っている債務者に連絡を

とり、状況把握を行っている。また、

事前に相続人を把握するための調査

を行っている（意見番号55）。 

 

平成25年度における一般債権に係

る評価性引当金を算定するための

「一般債権にかかる評価性引当金

（不納欠損、貸倒）算出表」につい

て、適切に入力を行った（結果番号

９）。 

 

 

経過報告 

 

 

 

 

経過報告 

 

 

 

 

措置 

 

③ 大阪府理

学療法士及び

作業療法士修

学資金貸付金

について 

【福祉部】 

当該貸付金は、大阪府が管轄する所定の施設等に従事する理学

療法士及び作業療法士の充足を目的として、将来当該施設等で勤

務しようとする者に対して、理学療法士等の業務に一定期間（貸

付けを受けた期間に１年を加えた期間）以上従事すれば返済を免

除するという条件で、修学資金を貸与するものである。昭和49年

度に制度が創設され、平成10年度をもって新規の貸付けは終了し

ているため、現在は債権の管理だけ行われている。 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

当該債権について検討したところ、 

現状所属は調査を行っているものの、債務者の状況

の把握が不完全である状況が判明した（結果番号10）。 

 

債務者の個々の状況について正確に把握できておら

ず、また、少なくとも、過去に不納欠損の事実がある

にもかかわらず、いわゆる一般債権について全額回収

可能であるとする判断には疑義がある（意見番号56）。 

 

所管課は全ての債務者の現況について個別に、免除

すべき事由若しくは返還を求めるべき事由に該当して

いるかどうかの把握を行うべきところ、債務者の現況

把握が不完全であるため、返還を求めるべき事案に係

る収入の調定ができていないものがある可能性がある

（意見番号57）。 

債務者17名のうち所在が判明して

いない９名の所在調査を行っている

（結果番号10）。 

 

回収可能性については、債務者の

個々の状況が把握できていないこと

及び最終貸付（平成12年度）から相

当の期間が経過していることから、

債権総額の全部を一般債権ではなく

貸倒懸念債権と位置づけ、その半分

について貸倒引当金を計上した（意

見番号56）。 

 

所在が判明していない９名の調査

を行うとともに、返還を求めるにあ

たっての法的課題を整理・検討して

いる（意見番号57）。 

経過報告 

 

 

 

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 

④ 大阪府介

護福祉士等修

学資金貸付金

について 

【福祉部】 

当該貸付金は、大阪府が管轄する所定の施設等に従事する介護

福祉士等の充足を目的として、将来当該施設等にて勤務しようと

する者に対して、介護等の業務に一定期間（原則７年間）以上従

事すれば返済を免除するという条件で、修学資金を貸与するもの

である。平成５年度に制度が創設され、平成20年度をもって新規

の貸付けは終了しているため、現在は債権の管理だけ行われてい

る。 

当該債権について、検討したところ、介護等の業務に従事して
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

いることを毎年度確認しているが、債務者の一部から回答がな

く、所属において現況の把握ができていないものがあるため、 

当該所属が行った当該債権の回収可能性の判断につ

いては、疑義が残る（意見番号58）。 

 

全ての債務者について個別に、免除すべき事由若し

くは返還を求めるべき事由に該当しているかどうかの

把握を行うべきところ、一部に漏れがあるため、返還

を求めるべき事案に係る収入の調定ができていないも

のがある可能性がある（意見番号59）。 

 

債務者に対して、介護等の業務に

従事していることを確認するための

現況調査を毎年度実施しているが、

当該調査に回答しない者及び所在が

不明な者が平成26年度当初19名い

た。この19名の貸付総額を貸倒懸念

債権として位置づけ、その半分につ

いて貸倒引当金を計上した（意見番

号58）。 

 

債務者に対して、介護等の業務に

従事していることを確認するための

現況調査を平成26年度も実施してい

るが、現時点で当該調査に回答しな

い者が９名いる。これらの者が免除

すべき事由若しくは返還を求めるべ

き事由に該当しているかどうか把握

を行うため、現在、連帯保証人あて

に通知文書を送付するなどして債務

者個々の状況把握に努めている（意

見番号59）。 

 

措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

⑤ 大阪府母

子福祉小口資

金貸付金につ

いて 

【福祉部】 

当該貸付金は、大阪府における母子家庭並びに寡婦に対して必

要な貸付けを行うために、社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合

会に対して貸し付けられたものである。昭和52年から制度が開始

し、昭和63年に至るまで複数回貸付けが行われている。昭和63年

８月４日の大阪府母子福祉小口資金貸付契約書において、同連合

会が大阪府に対して貸付金総額として35,500千円の債務を負っ

ていることを双方で確認し、これまで残高の変動なく現在に至っ

ている。返済期限や貸付金の返還方法は具体的に明示されておら

ず、同契約書によれば、契約の期限は事業の廃止までの日とされ、

事業を廃止した場合には資金の返還について両者の協議のうえ

行うものとされている。 

同契約書第４条第１項の規定に従い、同連合会は毎年の貸付け

の状況を大阪府に報告していることから当該報告の内容を検討

したところ、平成23年度末から平成24年度末にかけて新たに同連

合会から地区母子会への貸付けは行われておらず、同連合会に

19,021千円ほどの資金が留保されていた。 

所属は、本事業において平成24年度末現在19,021千

円ほどの資金が同連合会内部において留保される現状

でもなお、同連合会に対して35,500千円の貸付けを継

続する必要性を改めて検討すべきであると考える（意

見番号60）。 

 

 

 

 

 

 

 

今後の本資金の貸付の継続・終了

について検討を行うため、平成26年

３月、（社福）大阪府母子寡婦福祉連

合会に対し、傘下の市郡母子会への

貸付状況等調査の実施について依頼

を行った。 

 現在、同連合会において、全ての

市郡母子会を対象に、既存の貸付残

高（債権）の回収状況及び回収見込

み、今後の新規貸付ニーズ、不良債

権化した場合のリスク負担等を個別

に聞き取り調査を行っているところ

であり、その結果を踏まえ継続等に

ついて総合的に検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

⑥ 大阪府身

体障がい者更

生資金特別貸

付金について 

【福祉部】 

当該貸付金は、大阪府下における身体障がい者の自立の促進と

生活の安定を図ることを目的として、社会福祉法人大阪府社会福

祉協議会（以下、「大阪府社協」という。）が行う貸付事業に必要

な資金を貸し付けたもの。 

昭和47年に制度が開始してから、総額で250,500千円の貸付け

が無利息で行われているが、平成24年度末でなお48,009千円の貸

付金の残高がある。本制度は昭和61年に終了している。 

事業の実施主体は大阪府社協であるため、大阪府社協から借主

に貸付けされ、借主からの返済額をもって大阪府に償還される。 

（イ）回収可能性の判断について 

過去５年間の当該貸付金の残高の推移は次のとおりである。 

（単位：千円） 

回次 平 成 20

年度 

平 成 21

年度 

平 成 22

年度 

平 成 23

年度 

平 成 24

年度 

残高 48,729 48,534 48,180 48,111 48,009

上記のとおり、過去５年間で償還を受けた額は１百万円にもみ

たない状況である。所属へのヒアリングによれば、制度開始後既

に40年以上経過しようとしている状況で、債務者も相当高齢化が

進んでいるとのことであり、今後当該債権の回収整理に向け検討

を進めているとのことであったが、現状当該債権は全額回収可能

であると判断されている。しかしながら、大阪府社協から借主へ

の貸付けの条件は、貸付け後１年間の措置期間を置き、その後８

年以内に償還するというものであることから、客観的にみても今

後の回収は相当難しいものと考えられる。これらの状況を受け、 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

当該債権については、少なくとも、全額回収可能で

あるとは判断しがたく、より慎重にその回収可能性を

判断すべきであったと考える（意見番号61）。 

（ロ）大阪府社協に対する調査や報告の必要性について 

大阪府社協と締結されている大阪府身体障がい者更生資金特

別貸付金貸付契約書第４条第２項には、本貸付けについて必要な

調査をし、報告を求め必要な指示をすることができると規定され

ているものの、少なくとも本監査の対象年度である平成24年度中

の記録からは過去に大阪府社協に調査等が行われた実績はなか

った。この点について、所属へのヒアリングによれば、平成25年

度からは債権の回収に向け、大阪府社協と連携を進めながら、ま

ず債務者の現況を精査し、債務者の現状を正確に網羅的に把握す

るための取組みをしているとのことであった。本債権について、

将来に府民の負担が生ずる結果とならないように、 

過去に大阪府社協の債権管理や債権回収に係る事務

について所属が更に掘り下げた調査をし、報告を求め

ることも必要であったと考える（意見番号62）。 

（ハ）貸付金と未収金の勘定科目の使い分けについて 

大阪府の決算上、貸付金については、返済期限を迎え歳入の調

定を行ったもののうちその収入が未済となったものが未収金と

して認識される。 

しかしながら、そもそも本貸付金について、大阪府社協から借

主への貸付期間は、最大でも９年であることから実質的に大阪府

社協との間の返済期限は到来しているものと考えるのが適切で

ある。現状は債務者が大阪府社協に貸付金を返済して大阪府に報

当該貸付金については償還期限を

大幅に経過しており、かつ、貸付対

象者は身体障がい者であり、事業を

営むに必要な資金の融資を、他から

受けることが困難であることから、

意見のとおり、回収が難しいケース

が多いと認識している（意見番号

61）。 

 

 

 

 

 

 

平成25年度より大阪府社協と債権

管理等についての打ち合わせを実施

しており、今年度においては現時点

での債務者の居所確認を行うよう

に、府社協に依頼している（意見番

号62）。 

 

 

 

 

 

経過報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

告のあった時点で調定を実施しているが、大阪府社協が債務者に

対する貸付金を全額未収入金として取り扱っている状況は、大阪

府にとっても実質的には返済期限が到来し、収入の未収が発生し

ている状況と考えるべきである。そこで、現状貸付金として認識

されている48,009千円については、本来、過去に収入の調定を実

施すべきものであったと考えられる。そこで、 

改めて既存の取扱いの是非について検討されたい（意

見番号63）。 

 

 

 

 

 

 

今後、大阪府社協と調整のうえ、

検討する（意見番号63）。 

 

 

 

 

 

 

経過報告 

⑦ 大阪府社

会福祉事業振

興対策貸付金

について 

【福祉部】 

本貸付金は、大阪府下における民間社会福祉施設の事業の振興

に資するため、必要な資金を貸し付け、社会福祉事業の振興を図

ることを目的として、大阪府が（社福）大阪府社会福祉協議会に

対して貸し付けたものである。直接の貸付先は（社福）大阪府社

会福祉協議会であるが、同協議会は大阪府の承認を経て設けられ

た規程に基づき、大阪府からの借入れを原資にさらに大阪府下の

社会福祉法人に貸付けされている。 

平成24年度末現在、大阪府社会福祉事業振興対策貸付金として

同協議会に対する貸付金の残高総額989,718千円のうち、同協議

会から社会福祉法人には約686,383千円が貸付けられており、大

阪府の貸付金の約３割に相当する約303,335千円が同協議会の内

部に留保されている状況。 

本事業において平成24年度末現在で約303,335千円

の多額の資金が（社福）大阪府社会福祉協議会に留保

されている。所属は、現状の貸付けのニーズを十分に

踏まえ、留保額の大阪府への繰上げ償還の検討を進め

るべきである（意見番号64）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府社会福祉協議会と協議を行

った結果、本貸付は平成22年度以降、

新規貸付実績がないものの、新たな

貸付需要が発生した場合に備え、平

成33年度末に償還予定の202,000千

円を平成25年度末に繰上げ償還させ

た。また、本貸付制度の必要性につ

いても、今後２年間を目途に見極め、

あらためて協議することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 
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※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

⑧ 間接貸付

けについて 

【福祉部】 

最終の借主に対して大阪府が直接貸付けするものを「直接貸

付」、最終の借主に対しては大阪府から借入れをした貸付事業の

実施主体が貸付けを行うものを「間接貸付」とすると、「間接貸

付」の多くが債権放棄、不納欠損処理等で回収不能な状況にある。 

これらの状況を受け、福祉部は、間接貸付の形態を取る貸付

制度について、今後の運用方法を改めて見直しする必要があると

考える。貸付けという形態を取っている以上、補助金と異なり、

返済が原則である。そのために、 

既存の制度については、直接の貸付先との契約の場

合には通常定められるべき項目や内容と照らし合わせ

て、当該制度においても同様の定めとなっているか再

度点検を行うとともに、今後の回収に向けた取組みを

貸付先と十分に協議することが必要である（意見番号

65）。 

 

また、現状は所属が新規貸し付けの際の償還期限や利率等の貸

付条件、償還方法、免除方法等を検討し決定しているが、 

今後、新規での貸付けが発生する際には、これら新

規貸し付けの際の償還期限や利率等の貸付条件、償還

方法、免除方法等の決定に当たって部としての基本方

針を定める必要があると考えられる（意見番号66）。 

 

  

 

 

 

 

 

 

既存制度については、各債権ごと

に点検を行うとともに、回収状況や

今後の見込みなど、貸付先に報告を

求めており、今後の債権回収に向け

た取組について、協議を行っている

（意見番号65）。 

 

 

 

今後、新規に貸付制度を創設する

にあたっては、基本的な方針のもと

創設することとする（意見番号66）。
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

【健康医療部】

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の貸付金の一部については、回収できないある

いは回収が困難と認められる蓋然性が相当程度高いも

のもあることから、当該債権については回収可能性と

いう意味での資産性は乏しく、回収可能と考えられる

金額を基に評価すべきである（意見番号67）。 

（単位：千円）  

債権名 債権総額 
内、将来負担とし

て集計した額 

大阪府看護師等修学資金

貸付金（未収金を含む） 

1,388,027 830,528

同貸付金に係る延滞利息 16,125 244

合計 1,404,152 830,772
 

評価性引当金においては、会計局

が策定した評価性引当金取扱要領

（平成23年３月30日会計第3897号）

に基いて算定し、評価を行った。 

また、債務者及び連帯保証人への

催告を行うとともに「債務承認及び

分割納付誓約書」においては、納付

予定日までに納付を行わなかった場

合には、支払督促の申立てなどの法

的措置の手続きを行う旨を明記して

おり、引き続き着実な債権回収に努

めている。 

措置 

② 大阪府看

護師等修学資

金貸付金につ

いて 

【健康医療部】

 

大阪府看護師等修学資金貸付金は、府内の民間立の看護師等養

成施設に在学中の学生であって、かつ卒業後に大阪府内の病院・

診療所等所定の医療機関において看護職員として就職を考えて

いる者の修学を支援する制度である。免除対象となる施設で５年

間勤務した場合には貸付けの返還が免除されることになる。所属

へのヒアリングによれば、過去の免除の実績はおよそ７割程度と

のことである。 

平成24年度末時点での当該貸付金の残高は1,388,027千円であ

るが、このうち33,986千円は貸付金の償還期限が到来しているに

もかかわらず償還されていない。 

現在の未収金の中には、昭和46年から回収が遅延し滞留してい

るものがあり、回収が極めて困難と考えられるものが含まれてい

た。過去には最大で600件程度の貸付けがあったが、手作業によ
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

って管理していたこと等から、情報が適切に整理されていなかっ

たことが債権の回収が適切に行われず滞留してしまった一因で

ある。また、債権の回収について、これまで事務処理マニュアル

や事務フローを明確に定めたものがなかったため、定期的な催告

等の事務処理ができていなかったことも、多数多額かつ長期間の

遅延が発生し多額の未収金が残ってしまった現状を誘発したも

のと思われる。さらに、これまではいわゆる現況調査は卒業して

から４年目にのみ実施していたが、これではこの間に退職して所

在が不明になることも多々あったのではないかと考えられる。な

お、現状所属では自宅訪問までは実現できていないとのことであ

った。 

現状では十分に債務者の現況把握が行われておら

ず、債権の回収可能性の判断が適切に行われていると

はいえない。適切に債権の回収可能性を把握するため

に、早急に債務者の現況について把握すべきである（意

見番号68）。 

 

なお、現在はデータベースソフトによる情報の整理、定期的な

催告、正確な現況調査に向けた取組みを行っているところである

が、少なくとも、未収となっている貸付金33,986千円及び同貸付

金に係る延滞利息16,125千円について、時効が到来したものが、

平成25年６月度で元本部分8,556千円、延滞利息244千円あること

が判明している。 

これらの回収は極めて困難であると考えられること

から、適切な債権の回収可能性の判断を経て、債権整

平成26年３月に「大阪府看護師等

修学資金貸付金債権管理・回収・整

理マニュアル」を作成した。 

  平成26年４月から、本マニュアル

に則り納入通知後、督促期限を過ぎ

てもなお債務のある滞納者に対し、

マニュアルに則り、定期的な催告に

努めている。 

 平成16年度以降の貸与者の状況を

データベース化し、未調定などの処

理できていない貸与者を抽出し、返

還手続きなどの履行について、最終

催告書を送付するとともに、回答や

手続きのない貸与者に対しては、調

定を行い納入通知書を送付した。順

次、平成17年度以降も進めていると

ころ。 

また、卒業時及び卒業後４年目の

み行っていた就業状況等の調査につ

いては、平成26年度以降、卒業時及

び卒業後4年目まで毎年実施し、早期

に正確な債権者の確定を行う（意見

番号68）。 

 

平成26年度の債権回収・整理計画

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

理の促進を図るべきである（意見番号69）。 

 

平成23年度から回収困難債権引受け業務により税政

課債権特別回収・整理グループが引き受け、債権回収

又は整理に向けた処理に取り組んできたが、今後は、

債権回収・整理マニュアルをはじめ、債権特別回収・

整理グループから所属が引き継いだ債権管理に関する

ノウハウや知識を活用し、積極的に債権の回収及び整

理に取り組んでいくことが必要である（意見番号70）。 

に基づき対応しており、整理対象債

権の整理事務については、工程表を

作成し、手続きを行っている（意見

番号69）。 

 

整理事務の進捗管理や回収困難な

ケースについては、税政課と連携、

相談しながら今年度の目標達成に向

けて取り組んでいる（意見番号70）。

 

 

 

 

 

 

措置 

【商工労働部】

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の貸付金の一部については、回収できない若し

くは回収が困難と認められる蓋然性が相当程度高いこ

とから、回収可能性という意味での資産性は乏しく、

回収可能と考えられる金額を基に評価すべきである

（意見番号71）。 

（単位：千円） 

債権名 債権総額 
内、将来負担とし

て集計した額 

中小企業高度化資金貸付金 8,506,945 8,750 

合計 8,506,945 8,750 
 

中小企業高度化資金貸付金のう

ち、今般、将来負担として集計され

た部分については、当該貸付先に対

する償還条件の変更を行っている状

況をふまえて債権評価し、平成25年

度決算の財務諸表において、府の評

価性引当金取扱要領に基づき、当該

貸付先にかかる25年度末残高（期限

未到来額）の50％に相当する額を貸

倒引当金として計上した。 

【参考】 

監査時点では当該貸付先にかかる残高

は17,500千円であったが、その後、平成

25年度分の返済が約定どおり行われたこ

とから、25年度末残高は10,000千円とな

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

った。 

このため、監査時において将来負担と

して集計された8,750千円（残高の50％）

について、25年度決算の財務諸表におい

ては5,000千円を貸倒引当計上した。 

 

③  貸付けに

ついて 

【商工労働部】

（株）大阪繊維リソースセンターに対する貸付金については、

同社の特別精算の申立てを受け、平成24年11月28日付で15億１千

６百万円の債権放棄をしている。また、貸付金以外にも５億８千

万円の出資を行っていたことから、大阪府の損害額としては実に

20億円にものぼる。債権放棄に際しては、議会の議決が必要であ

ることから、債権放棄に当たってさまざまな議論がなされたもの

と思われる。（株）大阪繊維リソースセンターに対する出資者や

債権者は大阪府以外にも多数存在しているが、大阪府が被った損

害額が出資者や債権者の中では最も大きかった。 

平成21年度のリーマンショックにより売上げが急激に減少し

たことが事の発端であるということであるが、そもそも事業規模

や将来の業績の見通しに比して貸付額が多額であったのではな

いか、返済が見込まれない先に貸付けを繰り返したのではない

か、という疑念がある。また、将来の事業計画の合理性の検討や

その妥当性について見極めが不十分であったのではないかとい

う疑念もある。加えて、平成８年４月１日に契約変更を行ってい

るが、当初は年2.1％の利率を設定していたものを無利息にし、

また、３年据置後の返済を予定していたものを13年間の据置きと

するなど、同社に有利な変更ばかりがなされた。その上で、さら
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※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

に同じ平成８年度には15億に上る追加貸付けを貸付期間が25年

で無利息という条件で行っているが（平成９年３月31日付）、結

果的に平成24年11月28日にはほぼ同額の15億円にも上る債権放

棄が行われている。 

本件を今後の教訓として活かすことが必要である。そこで、 

貸付を行った際の意思決定過程や、債権者として行

った事業計画の合理性や妥当性の検討過程や結果を、

事後的にも確認できるよう十分に整理しておく必要が

ある（意見番号72）。 

 

 

 

 

 

 

担当課において、貸付を行った際

の意思決定の書類等について、取り

まとめ整理した。 

 

 

 

 

 

措置 

【環境農林水

産部】 

① 将来負担

として集計し

た額 

以下の貸付金（未収金に振り替えられた額を含む。）

については、回収できない蓋然性が相当程度高いこと

から、回収可能性という意味での資産性は乏しく、回

収可能と考えられる金額を基に評価すべきである（意

見番号73）。 

（単位：千円） 

債権名 債権総額 
内、将来負担として

集計した額 

経営改善資金等貸付金

（Ｍ社）（未収金を含む）

2,539,000 1,269,500 

合計 2,539,000 1,269,500 
 

本債権については、現時点で客観

的な回収可能額や担保評価額を算定

できないため、財務諸表作成基準に

規定する貸倒引当金についての取り

扱いを定めた「評価性引当金取扱要

領」第５条第４項（要引当金額につ

いて見積高を算定する特段の方法が

存在しない場合は、債権額から当該

債権に対する担保又は保証の金額を

差し引いた残額の半額を要引当金額

とする）に基づき、債権額の半額を

引当金として算定したものである。

 

措置 
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※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

② 経営改善

資金等貸付金

（Ｍ社）につい

て 

【環境農林水

産部】 

大阪府はＭ社に対して、25億３千９百万円もの多額の貸付けを

有している。平成14年４月５日の金銭消費貸借抵当権設定契約に

基づき、平成14年４月10日、平成15年４月1日及び平成16年４月

１日の３回に分けて貸付けを実行し、平成25年３月31日から毎年

２億５千３百90万円ずつの償還を受けるはずであった。しかしな

がら、第１回目の返済期日（平成25年３月31日）以降一切返済が

なかったため、平成25年３月末には既述のとおり当初貸付額であ

る25億３千９百万円もの多額の貸付金が残高として残っている。 

貸付金の回収可能性の検討や債権の保全の観点からは次のよ

うな問題がある。 

（イ）所属は平成24年度決算に係る貸付金の回収可

能性の検討に当たって、直近の決算書を入手していな

かった（結果番号11）。 

 

 

 

 

 

 

 

直近の平成24年度の決算書につい

ては、平成25年６月以降口頭で提出

を求めていたが、会社から提出がな

かったため、25年11月15日付けで書

面により提出を求めたところ、12月

４日に提出されたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 

③ 沿岸漁業

改善資金貸付

金の延滞金に

ついて 

【環境農林水

産部】 

大阪府では、分割返済の定めのある貸付金の延滞については、

それぞれの返済について、当初の返済期日の翌日から返済があっ

た日までの元本相当額に対する延滞金を、返済毎に計算認識し、

調定している。 

しかしながら、環境農林水産部の沿岸漁業改善資金貸

付金については、分割返済の期限に遅延しその後返済

があった額について、延滞金が認識されていないもの

がある（結果番号12）。 

 

 

 

 

当該延滞金については、原則元本

が完納された時に確定した延滞金の

調定を行う旨会計局より確認してお

り、当該確認内容に基づき事務処理

を行っている。 

 

 

 

 

 

措置 



平成２５年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

７．固定資産（貸付金を除く）の検討並びにその検討結果 

 （2） 検討の結果 

② 処分費用

見込額の見積

りに当たって

の指導につい

て【財務部】 

大阪府の減損処理取扱要領によれば、減損の認識に用いられる

正味売却価額は「資産の時価から処分費用見込額を控除して算出

される価額」（要領第２条（４））、処分費用見込額は「類似の資

産に関する過去の実績や処分を行う業者からの情報を参考に見

積るもの」（要領第２条（６））とされている。 

平成24年度の減損会計の全適用事例を検討したところ、その全

てにおいて処分費用見込額は見積困難とされており、いずれのケ

ースにおいても処分費用見込額は見積もられていなかった。 
財産活用課は、減損処理取扱要領に「処分費用見込

額」が定義付けられた趣旨を十分斟酌し、今後各部局

等が処分費用見込額を適切に見積もることができるよ

う、指導することが望まれる（意見番号78）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分費用見込額の適切な算出手法

については、過去の建物撤去事例等

を参考に引き続き研究していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告 



平成２５年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

③ 評価の実

務について 

【財務部】 

固定資産と同様に、時価を算出して帳簿価額と比較するという

決算の実務が行われるものには棚卸資産がある。 

大阪府ではこれまで、当然のことではあるが固定資産や棚卸資

産について時価を算定するという実務は行われていなかったこ

とから、評価という実務が定着するには一定の期間と経験が必要

である。固定資産や棚卸資産の時価については見積もりの要素が

介入するため絶対的なものではない。だからこそ、より適切な方

法が継続して検討されるべきであると考える。そこで、 

財産活用課は、固定資産等の評価がより適切に行わ

れるよう、その時価の算定方法について、これからの

各部局や各所属に継続して指導することが望まれる

（意見番号79）。 

減損を判定する際の時価について

は、減損処理取扱要領において、鑑

定価格などによる観察可能な市場価

格の算出が困難な場合には、台帳に

登録されている現在価額とすること

ができるとしている。 

現在価額とは、取得価額に毎年地

価公示等に基づく修正率を乗じて算

出するもので、推定時価と捉えられ

る価額であり、今後とも要領の趣旨

を踏まえ、時価が適切に算定される

よう指導していく。 

 

措置 

④ 公有財産

台帳上の記録

について 

【都市整備部】

公有財産台帳の取得年月日について、次のとおり不

合理なものが認められた（結果番号13）。 

 

評価の時点修正を正確に行うためにも、評価の妥当

性を検証するためにも、公有財産台帳上の取得年月日

が正確であるかの点検を行う必要がある（意見番号

80）。                 

（単位：円） 

施設名称 取得年月日 取得価額 

竜華水みらいセンター 明治22年６月７日 10,293,251,000 
 

平成26年９月、竜華水みらいセン

ターの用地について、土地登記簿上

の登記年月日と公有財産台帳上の登

記年月日が合致しているか点検を実

施し、点検の結果、相違していたも

のについては、公有財産台帳の修正

を行った。 

今後の登録処理にあたっては、厳

密なチェックを行い正確に登録して

いく（結果番号13、意見番号80）。 

 

措置 

 



平成２５年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

11．未収金に係る延滞金及び延滞金相当の遅延損害金について 

【商工労働部】 延滞金等の金額を常に把握していない以下の所属に

おいては、延滞金等も未収の状況とともに把握を行い、

債権回収に向けた督促や交渉等の過程で適時に債務者

に情報提供できるような状況にしておくよう、努める

べきである（意見番号81）。 

部局名 所属 債権分類 債権名 

商 工 労

働部 

特区・立地 

推進課 

私債権 

（貸付金以外） 

企業立地促進補助

金返還金 

日付を入力することで直ちに延滞

金等が算出できる計算表（エクセル

シート）を作成した。 

措置 

 



平成24年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況

各種団体に対する検査・指導・監督等の事務について

総括表　 【平成27年3月18日現在】

件数
措置

（うち今回措置分）
経過報告

（うち今回報告分）
件数

措置
（うち今回措置分）

経過報告
（うち今回報告分）

（１）定期的に提出を受ける決算関係書類等の書類から得られる情報
　　　をその団体の指導監督又は検査に有効活用すべきである。

1 1 12
(1)

12
(1)

（２）指導監督に必要な団体の情報を適時かつ正確に入手し、常時把握
　　　すべきである。

4
(1)

4
(1)

9
(1)

9
(1)

（３）法の趣旨、各団体の特徴や過去の指導監督等の状況を踏まえて、
　　　指導監督又は検査を行うべきである。

5
(1)

5
(1)

16
(6)

11
(1)

5
(5)

（４）検査における指摘事項の措置状況は適切に確認すべきである。
1 1 3 3

（５）休眠状態の把握を網羅的に正確に行い、休眠団体に対し厳格に
　　　対応すべきである。

2
(2)

2
(2)

2 2

（６）検査結果に至る判断の過程や検査の実施過程も含めて検査調書に
　　　記録し、当該検査の記録を所管課として適切に保管しておくべき
　　　である。

6 6

（７）検査に係るマニュアルやチェックリスト等の検査ツールの定期的な
　　　見直しを図り、当該内容を検査員に十分に周知徹底すべきである。

1 1

（８）団体の指導監督又は検査を有効に行う上では、団体に係る会計や
　　　経理の知識の向上や習得が必要不可欠である。

1
(1)

1
(1)

8
(1)

8
(1)

項　　　　目
監査の結果 意　見

（注１）監査の結果･･･①合規性、②３Ｅ（経済性・効率性・有効性）の観点から、是正・改善を求めるもの
　　　  意見･･････････監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと
（注２）措置･･････････監査の結果等をもとに措置を行ったもの又は措置の方針を決定したもの
        経過報告･･････措置又は措置の方針を検討している経過を報告するもの



平成２４年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 

 

1／9 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

３．大阪府の指導監督又は検査の事務に関する監査の結果と意見 

（１）定期的に提出を受ける決算関係書類等の書類から得られる情報をその団体の指導監督又は検査に有効活用すべきであ

る。 

④医療法人（所

管：健康医療部

保健医療室保

健医療企画課）

 

現状、健康医療部保健医療室医事看護課では、医療法人に係る

事務について、定款の変更の認可申請や定款の変更に当たっての

指導相談に業務の重きが置かれているように見受けられた。現

に、提出を受けた事業報告書等の内容を業務として確認すること

はしていない。 

法人に事業報告書等を提出させること自体が法の趣旨や目的

ではない。提出された書類を活用して法人の指導監督に活用する

ことこそが法の目的であることから、 

医療法人を所管する健康医療部保健医療室医事看護

課は、毎年提出を受ける事業報告書等を法人の指導監

督に活用するよう、その活用方法を検討すべきである

（意見番号４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省通知の「医療法人運営管理

指導要綱」に基づく指導監督に努める。

適切な法人運営を審査するために、チ

ェックシートを作成し、活用すること

とした。 

措置 



平成２４年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

（２）指導監督に必要な団体の情報を適時かつ正確に入手し、常時把握すべきである。 

② 医療法人

（所管：健康医

療部保健医療

室保健医療企

画課） 

 

 医療法人は毎年事業報告書や貸借対照表をはじめとする決算

書類を大阪府知事に提出しなければならない（医療法第52条第１

項）。ところが、健康医療部保健医療室医事看護課が所管する医

療法人2,203法人の中にはこれらの事業報告書等を提出していな

い法人があるにもかかわらず、これまでは所管する医療法人数が

多いことなどを理由に医療法人から事業報告書等が提出されて

いるかどうかの確認を行ってこなかった。 

医療法人から事業報告書等が提出されているかどう

かの確認を行っておらず、全ての医療法人から毎年入

手すべき事業報告書等を入手できていない（結果番号

３）。 

平成25年２月、事業報告書未提出法

人に督促を行った。 

また、平成25年度から、医療機関基

本情報管理システムにおいて、事業報

告書等の提出の有無を入力し、確認で

きるように処理した上で、未提出法人

に対し督促を行うこととした。 

平成26年度は、６月20日付けで督促

を行った。 

措置 

⑦ 都道府県

農業会議（所

管：環境農林水

産部 農政室

整備課） 

 

大阪府農業会議を所管する環境農林水産部農政室整備課は、大

阪府農業会議の基本的な情報、具体的には、補助金の支給対象と

ならない事業の内容等の情報共有を所管課として行っていなか

った。補助金の支給対象とならない事業には、農業者年金基金、

大阪府担い手育成総合支援協議会等に関する事業があるが、これ

らの事業の内容を所管課として組織的に共有できていなかった。 

大阪府農業会議を所管する環境農林水産部農政室整

備課は、有効な指導監督を行うために、また報告や検

査の必要性の判断のためにも、大阪府農業会議の補助

金の対象範囲のみならず、対象外の事業も含めて、そ

の全容を把握しておくべきである（意見番号17）。 

従来から、大阪府農業会議に対する

補助金額の変更や人員の削減等をする

場合には、大阪府農業会議の業務につ

いて点検･検討を行ってきたところで

あるが、大阪府農業会議に対する有効

な指導監督等を行い、報告や検査の必

要性の判断のため、平成25年10月以降、

毎月開催される常任会議員会議や年２

回開催の総会への出席を通じて農業会

議の事業概要や会計執行状況等の全容

を把握している。 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

（３）法の趣旨、各団体の特徴や過去の指導監督等の状況を踏まえて、指導監督又は検査を行うべきである。   

③  中小企業

関係組合（所

管：商工労働部

商工振興室経

営支援課） 

 

組合法は、この組合員等からその固有の財産の拠出を受けてい

る点、共済という相互扶助の精神や公共性、保険業に類似した性

質を有している点等に配慮し、共済事業については組合員等を保

護するためのさまざまな規制を設けている。この取扱いは、組合

法に限らず、共済事業の定めのある他の全ての法でも同様である 

中小企業関係組合を所管する商工労働部商工振興室

経営支援課は、組合法や組織法の趣旨を十分に勘案す

るとともに、他の所管課の対応も参考にし、共済事業

を実施する組合とそれ以外の組合に対する指導監督又

は検査のあり方やその水準を明確に整理・区別すべき

である（意見番号28）。 

所管の中小企業組合の監督のため、弁

護士、公認会計士、税理士等の外部専門

家の意見も聞き、決算関係書類のチェッ

クシートを平成26年３月に作成したと

ころであるが、共済事業を実施する組合

については、これに加え、本年度中に実

地検査を行なうべく、中小企業庁や厚生

労働省の関連マニュアルの趣旨を踏ま

えた点検票を作成作業中。 

 

経過報告 

④ 社会福祉

法人（所管：福

祉部 地域福

祉推進室法人

指導課） 

 外部監査を活用していない場合には、法人本部の運営等につい

て特に大きな問題が認められない限り、一般監査としての検査は

２年に１回実施することが基本である。 

しかしながら、実態としては社会福祉法人に対する

検査の殆どが３年から４年に１回の実施という運用と

なっており、検査サイクルが厚生労働省の通知に則っ

て整然と決定されていない（結果番号７）。 

 

 

 

 

指導監査は、従前は実地指導監査に

加え、書面監査や集合監査を実施し、

国の要綱どおり２年に１回の指導監査

を実施してきたが、書面検査や集合監

査では表面的な監査に留まり、利用者

への支援が適正に行われているかの確

認ができないため、平成20年度より実

効性のある監査とするため、指導監査

の手法を実地指導監査のみに変更し、

適正な法人運営及び施設運営が図られ

るよう指導を行ってきた。 

措置 

 

 



平成２４年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導監査サイクルについては、指導

監査の質を落とさずに、頻度を上げる

ため、平成26年度から担当者を１名増

員した。これにより昨年度と比較して

の３割増しの実施回数とする指導監査

計画を作成し、取り組んでいる。 

なお、より効率的で実効のある監査

を実施するため、大きな問題のある法

人を監査対象とする等、メリハリのあ

る監査を実施することとした。 

【対応状況】 

 25年度まで 26年度計画 

実施日数 

(週当たり) 

3日／週 

（火,水,木） 

4日／週 

(火,水,木,金） 

年間監査回数 96回 

3日×4週× 

8ヶ月(7～2月) 

128回 

4日×4週× 

8ヶ月(7～2月) 

監査体制 8名 9名 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

⑧ 職業訓練

法人（所管：商

工労働部 雇

用推進室人材

育成課） 

 

当該職業訓練法人については実態として数年に一度認定職業

訓練を行うだけで、認定職業訓練を行っていない年度も複数年度

に上っている。まして、法人の財務基盤が極めて脆弱な状況であ

る。 

個々の問題への言及とはなるが、まずは、当該職業

訓練法人の貸付けの状況を正確に把握しその内容を精

査するとともに、回収可能性を十分に検討する必要が

ある（意見番号31）。 

当該法人を指導した結果、自主解散

の方向で作業を進める旨の合意を得て

おり、現在、法人において作業中であ

る。引き続き、作業の進捗状況を把握

しつつ、指導を行っていく。 

 

 

経過報告 

本件について、所管課として何故適時に適切な対応

ができなかったのかを精査し、所管課としてどのよう

に指導監督又は検査等の対応を行えば今後同様の事態

を回避できるかを検討すべきである。その上で、職業

訓練法人として期待される認定職業訓練を将来にわた

って安定的かつ継続的に実施しうる財務基盤を確立す

るよう、継続的かつ強力に指導監督すべきである（意

見番号32）。 

所管課として適切な指導を行うた

め、チェックリストをはじめ、指導監

督基準を作成し、検査体制の見直しを

図る。 

経過報告 

職業訓練法人が本来の事業を遂行しているか、将来にわたって

認定職業訓練を安定的かつ継続的に実施しうる財務基盤を確立

しているかどうか、換言すれば設立認可の要件の一つとしても求

められている法人の「経営的基礎」（職能法第36条第２号）が著

しく損なわれて毀損していないかどうかは、補助金の対象となる

事業に係る支出が適正かどうかを主眼とする補助金の検査だけ

では必ずしも明らかにはならない。もし補助金の検査しか行わな

いとすると、既述のような貸付けがあったとしても気がつかない
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

可能性があり、補助金の検査のみでは指導監督上の対応として不

十分な場合がある。 

補助金の検査だけでは職業訓練法人に対して必要十分な指導

監督を行いえないことをよく認識されたはずである。本事例の教

訓を受け、改めて職能法の趣旨やその規定を十分にしん酌すると

ともに、 

職能法に基づく報告の徴収や検査の実施のあり方を

検討してもらいたい（意見番号34）。 

所管課として適切な指導を行うた

め、チェックリストをはじめ、指導監

督基準を作成し、検査体制の見直しを

図る。 

経過報告 

決算関係書類は通常なんらかの基準に準拠して作成するのが

一般的であり、同じ法人形態を取る他の法人と比較し、その過程

で問題点を特定するためには、同様の会計基準に準拠して決算関

係書類が作成されている必要がある。 

しかしながら、これまで公益法人の会計基準等何らかの基準に

準拠して決算関係資料を作成するよう職業訓練法人に対して指

導したことはなく、現に職業訓練法人が作成する決算関係書類は

公益法人の会計基準に準拠しているものもあれば、学校法人の会

計基準に近い方法で作成しているところもあり、まちまちであっ

た。 
職業訓練法人の所管課である商工労働部雇用推進室

人材育成課は、職業訓練法人が適用すべき会計基準と

して公益法人の会計基準等に準拠して決算関係書類等

を作成するよう指導していくことが望まれる（意見番

号35）。 

平成25年度から、公益法人会計基準

に準拠した決算書類等の作成を指導す

ることとし、現在、策定作業中の指導

監督基準を平成26年度内に整備予定。 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

⑨ 都道府県

農業会議（所

管：環境農林水

産部 農政室

整備課） 

大阪府農業会議との関係を照会したところ、農政関係における

連携・協力先であり、農業委員会系統組織における位置づけに鑑

みれば大阪府と同等の立場であるとの認識であった。まさに、監

査人からみても、大阪府農業会議も大阪府農業会議を所管する環

境農林水産部農政室整備課も、一体のように映る。しかしながら、

監査人は、大阪府農業会議も大阪府農業会議を所管する環境農林

水産部農政室整備課も、一体のように映るからこそ、大阪府とし

て客観的に事務を行わせていることを対外的に主張するために

も、ときに大阪府農業会議に対して抑止力や牽制を働かせる上で

も、 

大阪府農業会議を所管する環境農林水産部農政室整

備課は、大阪府農業会議に対して一線を画した立場で

報告の徴収、検査その他の監督上必要な命令等を行う

ことが必要であると考える（意見番号36）。 

大阪府と大阪府農業会議は、農地法

等の許可案件の諮問、補助金の交付等

においては、相対する立場にあること

から、一体のものではない。  

大阪府農業会議に対する有効な指導

監督等を行い、報告や検査の必要性の

判断のため、平成25年10月以降、毎月

開催される常任会議員会議や年２回開

催の総会への出席を通じて農業会議の

事業概要や会計執行状況等の全容を把

握しており、必要があれば報告の徴収、

検査その他の監督上必要な命令等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

（５）休眠状態の把握を網羅的に正確に行い、休眠団体に対し厳格に対応すべきである。 

① 消費生活

協同組合（所

管：府民文化部

男女参画・府民

協働課） 

 

大阪府の管轄下にある消費生活協同組合（連合会を含む）70団

体のうち、16団体は相当高い程度で休眠状態と疑われている。 

平成19年度に一度、団体の登記事項の確認を行っているが、そ

の時点から連絡が取れず今も決算関係書類等の書類の提出がな

いことから、遅くとも平成19年ごろから現在までの５年程度この

状態が続いている。 
消費生活協同組合を所管する府民文化部男女参画・

府民協働課は、現に休眠状態が高い程度に疑われる組

合については、他の所管課の対応を参考に、法令にし

たがって必要な措置を講ずべき命令を行い、場合によ

っては解散の命令を行うべきである（結果番号12）。 

 

 休眠状態にある17生協の内、現時点

で10生協に対し、解散命令を発出し、

３生協に対し、業務再開命令の公示送

達の申立てを行った。   

残りの生協については、引き続き調

査を進め、公示送達の手続きを行うな

ど、必要な措置を講じていく。 

経過報告 

 

②  医 療 法

人（所管：健康

医療部保健医

療室保健医療

企画課） 

 

健康医療部保健医療室医事看護課が所管する医療法人2,203法

人の中には、毎年提出が求められる事業報告書等を提出していな

い法人がある。 

現状は休眠の疑いのある法人数を正確に把握できていない。 

全ての医療法人について活動の実態を網羅的に正確

に把握し、その状況次第では厳正な対処を行うべきで

ある（結果番号13）。 

 

事業報告書未提出法人に文書による

督促を行った後、「宛所不明」で戻って

きた法人の活動状況等を把握してい

く。 

また、活動実績がないことを確認でき

た法人に対しては、事業再開又は解散

に向けた指導をとる等、厳正に対処し

ていく。 

 

経過報告 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

（８）団体の指導監督又は検査を有効に行う上では、団体に係る会計や経理の知識の向上や習得が必要不可欠である。 

② 医療法人

（所管：健康医

療部保健医療

室保健医療企

画課） 

 

健康医療部保健医療室医事看護課では、病院会計準則の詳細な

内容、例えば、税効果会計、固定資産の減損会計、棚卸資産の低

価法等について把握しておらず、会計面の知識は十分ではないと

のことであった。所管課独自に病院会計準則等の研修を行うこと

もしておらず、外部研修も受講していない。また、医療法人の指

導監督又は検査において専門家も特に活用していない。 

医療法人の財務諸表は、その主体が病院施設を開設するか否か

によって準拠すべき財務諸表の様式が異なるが（「医療法人にお

ける事業報告書等の様式について」（厚生労働省医政局指導課長、

平成19年３月30日）参照）、その認識が十分に医療法人の所管課

内に浸透していなかったため、 

誤った様式で作成された財務諸表や勘定科目名称を

誤った財務諸表、必要な記載が漏れている財務諸表等

を受理してしまっていた（結果番号14）。 

 

 

 

 

 

 

事業報告書等は、厚生労働省からモ

デル様式が示されており、様式や記載

誤りがないか等の確認を含め、内容審

査に係るチェックシートを作成し、チ

ェック体制の強化に努めることとし

た。 

様式誤り等の報告に対しては、再度、

提出指示するとともに、不適切な勘定

科目等に対しては、法人から内容を聞

き取り、改善するよう指導している。 

 

 

 

 

 

措置 

医療法人を所管する健康医療部保健医療室医事看護

課は、医療法人の指導監督又は検査には、会計や経理

面での専門的な知識や能力等が必要であることを課題

として認識し、当該課題に対して何らかの対応を検討

することが必要である（意見番号51）。 

医療法人の指導監督に必要な知識等

を習得するため、大阪府が実施してい

る簿記研修などの会計に関する研修を

積極的に受講するとともに、グループ

内で勉強会を開催するなど、知識の研

鑽に努めることとした。 

措置 

 



（２）物品を中心とする財産の取得、管理及び処分について

総括表　

件数
措置

（うち今回措置分）
経過報告

（うち今回報告分）
件数

措置
（うち今回措置分）

経過報告
（うち今回報告分）

5 5
(1) (1)

6 6
(1) (1)

　１．消耗品の物品管理について 3 3 3 3

　２．備品を台帳にて適切に管理し、現物と一
致するよう定期的に照合すべき 1 1

　３．不用決定を厳格に判断し、不用決定後の
管理を適切に実施すべき 2 2 1 1

　４．科学研究費補助金 による取得物品の寄
附受入前の備品管理を実施すべき 1 1

　５．現場発生品の取扱いについて 1 1 1 1

　６．現状の備品管理における不備について 8 8

　７．調達事務の適正化について 1 1 2 2

3 3

平成23年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況

（１）業務委託を中心とする契約事務について

【平成27年3月18日現在】

項　　　　目 項　　　　目
監査の結果 意　見

（２）物品を中
心とする財産
の取得、管理
及び処分につ
いて

（注１）監査の結果･･･①合規性、②３Ｅ（経済性・効率性・有効性）の観点から、是正・改善を求めるもの
　　　  意見･･････････監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと
（注２）措置･･････････監査の結果等をもとに措置を行ったもの又は措置の方針を決定したもの
        経過報告･･････措置又は措置の方針を検討している経過を報告するもの

（１）業務委託
を中心とする
契約事務につ
いて

　１．大阪府の公益法人に対する業務委託 1

　２．大阪府の情報システム（IT）関連の
     業務委託 1

　３．同種の業務委託契約

　４．その他の業務委託契約 1

1

1

1 88
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容 

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

第二編 業務委託を中心とする契約事務について 

１．大阪府の公益法人に対する業務委託 

②  積 算 の

個々の内訳内

容とその金額

については民

間業者等他者

と比較可能な

部分があるた

め、個々の委

託契約におけ

る積算並びに

契約金額の決

定に当たって

は必ず個別事

情を考慮する

とともに比較

可能な部分の

比較を行うべ

き 

 

 

公益法人との委託契約は随意契約によることが相対的に

多い。その中でも多くを占めるのは２号随意契約である。２

号随意契約によっているということはすなわち特命である

ことを意味し、当該随意契約の理由が真に合理的であるかと

いう点においては議論の余地があるものの、積算価格の総額

について他と比較することができないことが大前提となる。

しかしながら、個々の積算の内訳の項目単価等では他と比較

可能な部分がある。 

 たとえ民間企業に発注したとしても必ず必要と

なる各経費の積算等については、個々には比較可能

であることから、随意契約においてより経済性を高

めるために比較検討が可能な部分については比較

検討を実施すべきである（意見番号６）。 

公益法人に随意契約により業務委託を

行う際は、業務内容に即した基準に基づ

き積算を行い、随意契約ガイドライン（平

成24年４月１日改正）「４．随意契約にお

ける積算の妥当性検討」により必要に応

じて積算の妥当性・合理性や適正価格に

ついて検討を行う。 

措置 
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包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容 

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

２．大阪府の情報システム（ＩＴ）関連の業務委託 

（７）情報シ

ステム関連の

事業に係る業

務委託に関す

る監査の結果

と意見 

 

① 情報シス

テムの調達に

おけるライフ

サイクルコス

トの評価をよ

り厳格に運用

すべき 

 

上記の「ＩＴ事業推進指針」や「ＩＴ事業の調達

に係る運用方針」の原則的な規定に沿った運用がさ

れている案件は半数以下であり、個別事情はあるも

のの指針等の趣旨が十分斟酌、徹底されているとは

判断し難い。したがって、上記各部局においては、

ライフサイクルコストの考慮について、指針等の趣

旨を十分斟酌のうえ徹底をすべきである(意見番号

７)。 

・障がい児施設給付費支払等システム 

 

障がい児施設給付費支払等システムに

ついて、ＩＴ事業の調達に係る運用方針

に沿い、平成26年度より複数年契約を締

結した。 

措置 

 



総括表　

措置 経過報告 件数 措置 経過報告

（うち今回措置分）
（うち今回経過報告

分）
（うち今回措置分）

（うち今回経過報告
分）

17 17
(1) （1）
19 16 3
(5) （2） (3)

18

12

18

12

　税務賦課事務の検討

　税務滞納整理事務の検討

　税務事務に関するその他事項の検討

　債権管理事務の検討（税金・貸付金以外の債権を対象）

（注１）監査の結果･･･①合規性、②３Ｅ（経済性・効率性・有効性）の観点から、是正・改善を求めるもの
　　　  意見･･････････監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと
（注２）措置･･････････監査の結果等をもとに措置を行ったもの又は措置の方針を決定したもの
        経過報告･･････措置又は措置の方針を検討している経過を報告するもの

3

2

2

3

2

2

平成22年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況

公債権を中心とした債権管理と府税賦課徴収事務について

【平成27年3月18日現在】

項　　　　目

監査の結果 意　見

件数



平成２２年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
 

1／6 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

第５ 税務事務に関するその他事項の検討 

第５ 

【４】その他 

 

４．ｅＬＴＡＸ

によるサービス

提供について 

 

（２）意見 

①eLTAX のサー

ビス提供メニュ

ーを拡充すべき

 

地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）とは社団法人地方税電子化協議会

が運営するシステムであり、地方税の申告、申請、納税などの手続をインタ

ーネットを利用して電子的に行うシステムである。 

府が提供するｅＬＴＡＸのサービスメニューは法人二税の電子申告のみ

で、その他の税目・手続についてはｅＬＴＡＸのサービスを提供していない。 

ｅＬＴＡＸの導入により府の賦課徴収事務の業務効率が向

上するとともに、納税者の利便性の向上が期待できるところで

あり、サービスメニューの拡充を検討すべきである。 

特に申請・届出のサービスについては、ｅＬＴＡＸ運用中の

府内市町村のうち貝塚市を除くすべての団体が導入している

こともあり、利便性向上の効果が大きく、システム改修等の費

用も大きくないと考えられるため、早急にサービスを提供すべ

きである。 

また、電子納税についても、大阪市は導入しており、現状で

は大阪市税を電子納税しても府税は銀行等に赴いて納付する

必要があることから、現状は納税者の利便性を損なっていると

考えられる。システム改修等の費用を勘案する必要はあるが、

電子納税サービスの導入を積極的に検討することが望まれる

（意見番号44）。 

 

 

ｅＬＴＡＸについては、これまで

の電子申告に加え平成23年４月１日

から電子申請・届出等のサービスを

開始した。 

電子納税については、既に導入し

ている府県での利用実績や費用対効

果、府の財政状況等を勘案しながら

引き続き検討した結果、ｅＬＴＡＸ

の電子納税を含めて、平成27年度よ

り導入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

措置 

 



平成２２年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
 

2／6 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

第６ 債権管理事務の検討（税金・貸付金以外の債権を対象） 

第６ 

【２】監査の結

果及びこれに添

えて提出する意

見 

 

２．個別債権に

対する監査の結

果及び意見 

（７）補助金交

付決定額の一部

取消に伴う返還

命令金 

 

②意見 

（Ａ）法人の財

政状態を把握

し、継続的な回

収努力が必要 

 

現在の返還状況は債権残高に対して５％以下であり、平成21年度の返済実

績から算定すると、元本完済までに100年近く要することになる。しかし当

法人に対しては府以外の多額の債権者も存在し、この中には一般債権である

府債権より優先弁済権を有する債権もあるため、府が施設の差押え等による

強制徴収を申し立てても実効性はない。 

当該債務が解消された後には、府への返済額が増加することが期待される

ことから、施設の入所者の生活に多大な支障をきたすことがないよう、法人

の健全経営に配慮しつつ早期の返済を求めているところである。 

今後、法人の財政状態を把握しつつ、着実な回収努力を続け

ていく必要がある(意見番号60)。 

 

平成25年度の包括外部監査の指摘

を踏まえて引き続き法人と返済額に

ついての協議を行い、確実な回収に

努めていく。 

経過報告 



平成２２年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
 

3／6 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

第６ 

【２】監査の結

果及びこれに添

えて提出する意

見 

 

２．個別債権に

対する監査の結

果及び意見 

 

（８）障害者扶

養共済制度掛金

 

②意見 

（Ａ）回収可能

性を判断して適

時に不納欠損処

分を行うべき 

平成21年度末時点の収入未済額一覧によると、最も長期間にわたって滞留

している債権は昭和49年に発生した4,100円（３件）であり、加入者はそれ

ぞれ昭和61年、平成元年、平成10年に脱退していた。債務者からの時効の援

用がなかったため時効が成立していないことから不納欠損処分がなされて

いなかった。 

平成21年度末の収入未済額108,011千円のうち、脱退者に係る分は105,558

千円であり、約98％を占めている。脱退者の滞納債権については、脱退した

滞納者にとって滞納掛金を支払うことに何のメリットもなく、滞納債権の納

入が期待できない。また、債権発生から35年以上も経過した債権であること

から、債務者の中には民間の保険と同様、掛金を支払わないことによって自

然と脱退したものと考え、今さら掛金を支払うことなど全く考えていない脱

退者もいると予想される。 

このため、時効期間が経過した脱退者に係る滞納債権については不納欠損

処分することが望まれるが、当債権は私債権であるため、債務者からの援用

がなければ時効とならないことから、過去において不納欠損処分を行った事

例がない。私債権の時効期間である10年が経過した債権等、 

回収可能性の乏しい債権については新条例に基づく債権放

棄を行ったうえで不納欠損処分すべきである（意見番号61）。 

 

 

 

 

 

 

指摘のあった時効期間を経過して

いる脱退者に係る滞納債権について

は、現地訪問などを通じて債権ごと

に実態把握を進め、回収可能性を見

極めた上で、回収不能の債権につい

ては債権放棄に向けた取組に努めて

いく。 

平成25年度においては、9,471,600

円を不納欠損処理。平成26年度にお

いては、条例第６条第２項第４号及

び条例第６条第３項による債権放棄

による債権放棄を検討している。 

経過報告 

 



平成２２年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
 

4／6 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

第６ 

【２】監査の結

果及びこれに添

えて提出する意

見 

 

２．個別債権に

対する監査の結

果及び意見 

 

（８）障害者扶

養共済制度掛金

②意見 

（Ｂ）債権管理

マニュアルを厳

格に適用すべき

大阪府障害者扶養共済制度条例（以下「条例」という。）第18条第３項及

び同施行規則第14条によると、知事は加入者が掛金の支払いを３カ月以上滞

納したときは、加入者を脱退させることができると定められている。しかし

府においては、当条例はあくまで「できる」規程であり、過去５年間におい

て強制的に脱退をさせた例は７件に留まる。 

長期滞納者に対しても加入継続を認めてきたのは、制度趣旨に基づき障が

い者をもつ家族の意思を尊重して個々のケースを考慮したためであり、加入

者の全てに対して、公平に継続を認めてきた結果である。 

しかしながら、期間を区切らずに滞納者の継続加入を認めて、その間府が

滞納者の掛け金を機構に支払い続けることは、通常納付者との公平性の観点

から問題である。 

ついては、加入者の状況に十分配慮した納付指導に努め、度

重なる指導をもっても納付意思を示さないような債務者に対

しては、強制脱退させるなど「大阪府障がい者扶養共済制度債

権管理マニュアル」を厳格に適用すべきである（意見番号62）。 

 

指摘のあった加入者への納付指導

については、加入者の滞納状況や生

活実態を踏まえ、必要に応じて分割

納付について案内した。 

なお、納付意志を示さない加入者

については、脱退に向けた取組を実

施し、昨年度５件の脱退があった。

今後の取組にあたっては、税政課

債権特別回収・整理グループと連携

を図り整理・回収に向けた具体的な

取組に努めていく。 

措置 



平成２２年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
 

5／6 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

第６ 

【２】監査の結

果及びこれに添

えて提出する意

見 

 

２．個別債権に

対する監査の結

果及び意見 

 

（８）障害者扶

養共済制度掛金

 

②意見 

（Ｃ）債務者

別・発生年度別

の未収金の明細

書を作成し、タ

イムリーな督促

を行うべき 

対象者が当月以前にも滞納している掛金がある場合にはこれらを別途集

計した明細書を毎月、同封し債務確認及び督促を行っている。また、債務者

別の督促状況については、情報システム上では詳細記述ができないため、情

報システムから基本情報を出力し、督促に係る記録を別の様式に手書で転記

し、債務者別にファイリングしている。当記録を閲覧したところ、債務者別

の督促状況の把握は良好であった。 

しかし、脱退済みの者や過年度にのみ滞納がある加入者については、毎月

の督促の対象にならず、タイムリーな督促が行われていない。 

月次で、債務者別・発生年度別の未収金の明細書を作成して、

更なる債権管理の強化に努めるべきである（意見番号63）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指摘のあった月次の債務者別・発

生年度別の未収金の明細書について

は、平成24年度において作成した。

今後の債権管理については、月ご

との督促に加え、未収金の明細書も

活用していく。 

措置 



平成２２年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
 

6／6 

包 括 外 部 監 査 結 果 報 告 書 記 載 内 容  

※小文字記載は指摘事項の概要 
措 置 等 の 状 況 対 応 

第６ 

【３】その他債

権管理全般に関

する指摘 

 

３．財産調査結

果の積極的な共

有化を行うべき

府では、平成23年度より、一部の債権については、事業事務を行う主体と

債権管理部門を区分し、債権管理を債権特別回収・整理チームに担わせるこ

とを予定している。 

当該チームの業務遂行により複数の債権を滞納している債務者の財産調

査結果等の情報の共有を行うことができ、効率的な債権回収が可能になると

考える。 

強制徴収公債権の回収にあたっては国税徴収法第141条を根拠とした「質

問検査権」を有するため、回収時に得られた財産調査結果（例えば、個人の

財産所有状況、連絡先、勤務先等）を強制徴収公債権同士の間では共有する

ことは許されると考えられるが、非強制徴収公債権や私債権への共有はでき

ないと考えられる。一方、「質問検査権」を有さない非強制徴収公債権や私

債権については、他の私債権や非強制徴収公債権の回収のために利用するこ

とは許されないと考えられる。 

当チームにおいては個人情報の保護に必要な措置を取るこ

とはもちろんであるが、法的に可能な範囲で財産調査結果につ

いては各債権間で共有化を図り、債権管理・回収に努めるべき

である（意見番号66）。 

 

従来、府税では、「質問検査権」で

知り得た滞納者の財産調査結果の取

扱いに関しては、守秘義務を遵守す

るため、極めて慎重かつ厳格に対応

する立場を採り、他の債権との間で

は、共有していなかった。 

しかし、より効率的な債権回収を

図る観点から、府税で把握している

滞納者の財産調査結果を他の強制徴

収公債権でも共有できるよう現在、

準備を進めているところである。 

経過報告 

 



総括表　

措置 経過報告 措置 経過報告

（うち今回措置
分）

（うち今回経過報告
分）

（うち今回措置
分）

（うち今回経過報告
分）

6 4 2
(2) (2)

25 24 1
(1) (1)

平成21年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況

　出資法人に関する財務事務について

【平成27年3月18日現在】

項　　　　目

監査の結果 意　見

件数 件数

（注１）監査の結果･･･①合規性、②３Ｅ（経済性・効率性・有効性）の観点から、是正・改善を求めるもの
　　　  意見･･････････監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと
（注２）措置･･････････監査の結果等をもとに措置を行ったもの又は措置の方針を決定したもの
        経過報告･･････措置又は措置の方針を検討している経過を報告するもの

3

5

2

3

5

2

18

1

18

1

　各出資法人に対する指摘

財団法人大阪産業振興機構

財団法人大阪府タウン管理財団

大阪府住宅供給公社

　府の財務事務に対する指摘

出資の有効性検討

出資法人との関わり（人的関与を含む）
のあり方

公益法人制度改革への対応

出資法人への貸付金・委託料・補助金
の検討

出資法人への府有財産の貸付

出資法人への損失補償・債務保証

11

1

7 7

1



平成２１年度包括外部監査結果に基づき講じた措置状況 
 

1／3 

包括外部監査結果報告書記載内容 措置等の状況 対応 

第４  監査の結果及び意見（府の財務事務に対する指摘） 

【１】出資の有

効性検討 

 

２．意見 

（１）「財政再

建プログラム

（案）」の方向

性として自立

化を目指す法

人については

出資のあり方

を見直すべき 

 

 

 

 

 

財政的・人的関与を最小限に抑制す

る、という方針を明確にしているのであ

るから、出捐の回収ができない公益法人

や社会福祉法人以外の株式会社の指定

出資法人については、自立化のため、将

来においては可能な限り府の出資比率

を下げることが望ましいと考える（意見

番号１）。 

 

・堺泉北埠頭株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

【堺泉北埠頭株式会社】 

府市統合本部会議(平成24年６月19日開催)、及

び大阪府戦略本部会議(平成24年６月29日開催)

において、類似・重複している行政サービス（Ｂ

項目）の基本的方向性が決定された。 

・府市港湾事業の統合（Ａ項目）、及び大阪港

埠頭（株）と神戸港埠頭（株）の経営統合をし

た後に、その時点の状況を踏まえ、堺泉北埠頭

（株）と（仮称）阪神港埠頭（株）の経営統合

を目指す。 

・そのため府においては、堺泉北埠頭（株）に

対し、直営部分を、在来埠頭を含めて可能なと

ころから管理運営を委ね、港湾運営会社指定に

向け、運営ノウハウの蓄積を図る。 

今後、同社の港湾運営会社指定に向けては、府

の出資による関与や人的関与が一定必要になる

ことが見込まれるため、（仮称）阪神港埠頭（株）

設立の動きや港湾運営会社に対する国の動向も

見極めながら、出資や配当のあり方を検討してい

く。 

 

 

経過報告 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措置等の状況 対応 

（２）出資に対

する効果の測

定をすべき 

 

①株式配当収

入の効果の確

認 

次の２出資法人については、さらに出

資の効果としての配当を要求すること

が可能であると考える（意見番号２）。

 

・堺泉北埠頭株式会社 

【堺泉北埠頭株式会社】 

府市統合本部会議(平成24年６月19日開催)、及

び大阪府戦略本部会議(平成24年６月29日開催)

において、類似・重複している行政サービス（Ｂ

項目）の基本的方向性が決定された。 

・府市港湾事業の統合（Ａ項目）、及び大阪港

埠頭㈱と神戸港埠頭（株）の経営統合をした後

に、その時点の状況を踏まえ、堺泉北埠頭（株）

と（仮称）阪神港埠頭（株）の経営統合を目指

す。 

・そのため府においては、堺泉北埠頭㈱に対し、

直営部分を、在来埠頭を含めて可能なところか

ら管理運営を委ね、港湾運営会社指定に向け、

運営ノウハウの蓄積を図る。 

今後、同社の港湾運営会社指定に向けては、府

の出資による関与や人的関与が一定必要になる

ことが見込まれるため、（仮称）阪神港埠頭（株）

設立の動きや港湾運営会社に対する国の動向も

見極めながら、出資や配当のあり方を検討してい

く。 

経過報告 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措置等の状況 対応 

【８】出資法人

への委託料の

検討（指定管理

者制度含む） 

 

４．意見 

（２）大阪府立

中河内救命救

急センターの

効率的な運営

方法を検討す

べき 

②意見 

現状のサービス水準を維持しつつ、よ

り効率的な運営方法を探り、府の負担を

縮減することを検討すべきであるから、

隣接する東大阪市立総合病院とも連携

協力し、より効率的な運営を行う方策の

検討が必要であると考える（意見番号

45）。 

 

・財団法人大阪府保健医療財団 

【公益財団法人大阪府保健医療財団】 

疾病構造の変化や救急医療の現状を踏まえ、地

域の救急医療体制に不可欠な救命救急センター

として一層の医療機能の充実を図るため、よりよ

い運営形態のあり方について検討を進めている。

経過報告 

 



総括表　

件数
措置

（うち今回措置分）
経過報告

（うち今回報告分）
件数

措置
（うち今回措置分）

経過報告
（うち今回報告分）

44 36 8

(9) (1) (8)

39 34 5

(5) (5)

（注１）監査の結果･･･①合規性、②３Ｅ（経済性・効率性・有効性）の観点から、是正・改善を求めるもの
　　　  意見･･････････監査の結果には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと
（注２）措置･･････････監査の結果等をもとに措置を行ったもの又は措置の方針を決定したもの
        経過報告･･････措置又は措置の方針を検討している経過を報告するもの

平成20年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況

　普通財産の管理に関する財務事務について（行政財産の用途廃止事務を含む）

【平成27年3月18日現在】

項　　　　目

監査の結果 意　見

1 1 10 10

2222

2 2

　公有財産の管理に関する監査結果

　普通財産貸付事務に関する監査結果

　公有財産の有効活用に関する監査結果
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包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

第５ 普通財産貸付事務に関する監査結果 

【３】貸付普

通財産の使用

目的別検討 

 

（意見） 

６．保育園 

同様に他の保育園敷地を目的とした貸付

けについても減免取引から見直すべきと考

える（意見番号21）。 

島屋保育所敷地については、平成27年度末まで無

償貸付契約を交わしているが、平成24年４月に貸付

先である社会福祉法人島屋福祉会に対し、有償借受

又は買取りを検討するよう依頼した。同法人では、

無償貸付契約期間満了後の平成28年度以降について

は、有償借受又は買取りについて検討を行うことと

なった。引き続き同法人に働きかけを行うとともに、

検討結果を踏まえ対応する。 

 

経過報告 

東大阪春宮（行政財産）については、貸付先の東

大阪市と減免の見直しに向け協議中である。 

 

経過報告 

７．高齢者向

け施設 

 

 

 

 

高齢者向け施設については、３件すべて

免除している。しかし、【１】１.に記載し

たとおり、平成18年２月の総務部長通知に

おいて府の事務事業との関連性があるもの

等、貸付料減免の要件を厳格に適用するこ

とを求めており、高齢者向け施設であるこ

とをもって免除理由とすることは妥当とは

いえない。有償貸付へ見直すべきである（意

見番号22）。 

 

 

特別養護老人ホーム富美ヶ丘荘の職員寮の用地及

び建物については、平成21年７月以降、貸付先であ

る社会福祉法人恩賜財団済生会と協議を行っている

が、これまでの経過及び施設の収益から考え、有償

化は困難であるため、返還も含め調整している。 

今後も引き続き使用貸借の解消に向け同法人と協

議を行う。 

経過報告 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

【４】貸付普

通財産の貸付

先法人種類別

検討（意見） 

 

２．地方公共

団体 

 

このように市に減額または免除により貸

付けている場合においては、各々、かつて

は貸付け時の経緯はあったものの、現在の

府の財政状況から鑑みて貸付料を徴収する

よう交渉すべきである（意見番号23）。 

 

 

 

 

 

 

富田林病院の建物については、建物を有償貸付と

する場合は、富田林市に対する土地の賃借料を支払

う必要がある。このため、建物の譲渡も視野に入れ

て、富田林市と調整している。 

 

経過報告 

元大阪府立勤労青少年会館（泉ヶ丘勤労者体育セ

ンター）敷地については、財産活用課と市長会との

協議の結果、当該案件は第５類型の「個別協議」に

類別されるとのことから、財産活用課及び堺市と協

議の結果、３年更新した後、施設を廃止し、更地に

して大阪府に返還するとのことで使用貸借契約を更

新した。 

 

措置 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

８．岸和田市

保健衛生セン

ター敷地 

 

（３）意見 

①周辺地の有

償貸付けの検

討が必要 

有償貸付部分の土地貸付料については、

平成20年度から減額率を低下させ５年後に

は正規の貸付料とする合意ができている

が、（中略）まずは駐車場として利用してい

る部分を有償貸付とすることが求められ

る。次に、テニスコート部分について、（中

略）岸和田市にもその解決策を求め、府は

岸和田市とともに土地の売却、有償貸付、

その他有効利用を検討していくことが必要

と考える（意見番号33）。 

 

 

現行の有償貸付部分の土地貸付料については、平

成24年度から減免をしない正規の貸付料としたとこ

ろである。 

その他の敷地については、同敷地内に泉州北部初

期救急広域センターを建設する計画が持ち上がった

ため、いったん敷地の活用方針を保留としていたが、

23年度末に当地での建設計画が白紙となったことか

ら、有償貸付や売却の協議を再開した。 

しかし、24年度に入り、市からメディカルセンタ

ーの耐震化や福祉センターの移転構想などがあるた

め、具体化するまでの間は敷地の売却をしないよう

求められており、将来的には市への売却も考えられ

るため、当面は有償貸付に向けた協議を進める。 

 

経過報告 

９．島屋保育

所敷地 

 

（３）意見 

①貸付料の徴

収を検討すべ

き 

 

当該通知内容の変更に伴って、貸付料を

免除する府の貸付方針も見直すべきである

（意見番号34）。 

 

 

 

 

社会福祉法人についても、他の法人と同様、貸付

料減免措置の必要性、妥当性を点検し、適正な取扱

いを行うこととしている。 

現在の契約期間は、平成27年度末までであるが平

成24年４月に貸付先である社会福祉法人島屋福祉会

に対し有償借受又は買い取りを検討するよう依頼し

た。同法人では、無償貸付契約期間満了後の平成28

年度以降については、有償借受又は買い取りについ

て検討を行うこととなった。引続き同法人に働きか

けを行うとともに、検討結果を踏まえ対応する。 

経過報告 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

10．泉南医療

福祉センター

敷地 

 

（２）意見 

①介護保険施

設（特別養護

老人ホームほ

か）敷地使用

部分は減免見

直しが必要 

②病院の公的

役割部分に対

してその相当

額の支援を行

うことに向け

た検討に着手

すべき 

今後は、他事業者との公平性の見地から

介護保険施設の敷地として使用している部

分の貸付料免除の見直しが必要である（意

見番号36）。 

平成24年７月に実施された委員監査の結果、『府民

の視点及び府の財政状況を踏まえ、済生会に対する

府の財政的支援等について、早急に見直しを図るこ

と。』との意見が出されたことを受け、その視点にた

ち、済生会と調整している（意見番号36、37）。 

経過報告 

当該病院に対しても府が負担すべき公的

部分の適正額はいくらかを明確にするよう

に努め、その相当額の支援（補助金等）を

行うことへ向けた検討が望まれる（意見番

号37）。 



平成２０年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況 
 

5／9 

 

包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

17．大阪府港

湾教育訓練セ

ンター 

 

（２）意見 

①社会情勢の

変化等に即応

して、貸付料

減免の見直し

が必要 

 

府は、貸付先に「当該施設が貸付料免除

施設には該当せず、適切な貸付料の負担が

必要であること」の理解を求め、負担スキ

ームを検討する必要がある（意見番号48）。

平成21年３月以降、貸付先である社団法人港湾教

育訓練協会に対し、貸付料負担の協議を行っている

が、同協会は、これ以上の負担は同協会の経営状況

から難しいとして、合意に達していない。 

平成24年度以降の貸付契約の更新に際しても協議

を継続してきたが、同協会の財務状況に大きな変化

はなく、負担は困難である実情に変わりがない旨の

返答であった。 

平成27年度の貸付契約更新に際し、同協会と改め

て協議を行うとともに、今後も、財務状況を注視し

ながら、継続して働きかけを行う。 

経過報告 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

③施設の売却

を推進すべき 

独立行政法人雇用・能力開発機構が全施

設を管理・運営する方が、本来の役割分担

に合致するとともに、施設運営及び管理の

効率性や有効活用の観点から優れていると

考える。よって、府は当該センター建物の

持分を同機構に売却することも検討すべき

と考える（意見番号50）。 

 

 

（独）雇用・能力開発機構の廃止に伴う国からの

施設移管に係る意向調査において、譲り受けない理

由として、港湾労働者の訓練は、本来、国の責務と

されていることから、国の責任において、一元的に

実施されるべきものであるとし、併せて、施設の府

所有部分のあり方について、協議を求めたいと回答

した。 

平成24年８月、（独）高齢・障害・求職者雇用支援

機構(※)大阪職業訓練支援センターに大阪府持分の

譲渡の意向を示した。 

さらに、平成25年２月に同機構本部（千葉県千葉

市）に赴き、改めて一元的な管理に向けた大阪府の

考えを示したうえで、譲渡について申し入れを行っ

た。 

平成25年４月、再度、同機構大阪職業訓練支援セ

ンターに、一元的な管理に向けた大阪府の考えを示

し、施設の府所有部分の譲渡について大阪府の意向

を示した。 

平成25年８月、厚生労働省に対し、同様の申し入

れを行った。 

上記のとおり、これまで、厚生労働省及び同機構

に対し、当該センター建物の府所有部分についての

売却・譲渡の申し入れを行い議論してきたところで

あり、同意見に対する一定の措置は講じてきた。 

なお、国が同センターの地方移管を検討してきた

措置 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

経緯を踏まえると、同機構が売却ないし譲渡に応じ

る見込みは低い。 

 

 

 

 

 

第６ 公有財産の有効活用に関する監査結果 

【３】全般的

検討 

（意見） 

８．普通財産

の 未 利 用

地・低利用地

 

（２）庁舎周

辺整備用地 

②意見 

（Ａ）「庁舎

周辺整備用

地」の早急な

有効活用方

針を確定す

べき 

府庁舎の建て替え（または移転、土地活用）

案のどの案においても、構想案対象外となっ

ている用地については、資産維持コスト（草

刈り費用等）を勘案しつつ、早期売却等の対

策を検討すべきである（意見番号64）。 

当該土地については、府庁本館に入居している、

りそな銀行に対し、本館耐震改修工事等期間中（平

成29年１月末頃完了予定）の仮店舗として、平成26

年２月５日付けで府有財産賃貸借契約（一時使用）

を締結。同契約期間満了後は、別途、検討している

府庁舎全体のあり方との整合を図りながら、処分を

含む活用方策について検討を進める。 

経過報告 

※ （独）雇用・能力開発機構の業務は、平成 23 年 10

月に（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構へ承継され

た。 
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【６】低・未

利用行政財

産の個別検

討結果 

１．砂川厚生

福祉センタ

ー 

 

（２）意見 

①総合的な

土地利用計

画が必要 

今後、センター再編整備の進展に伴い、セ

ンターの必要敷地は減少し未利用の土地が増

加していくことになる。その場合において、

センター内の施設・運動場等の配置に加え、

残された土地の利便性を考慮（例えば、利用

しやすい形状にする、外部からのアクセスを

考慮するなど）して、現在のセンター敷地全

体の利用価値を高め、有効活用の方法を早急

に検討することが望まれる（意見番号72）。 

教育委員会に貸与していた府立佐野支援学校の仮

設校舎用地は平成25年５月に本校舎完成のため仮設

校舎撤去のうえ敷地の返却を受けており、「こんごう

寮」等他の寮の跡地等を含めた未利用の土地の確定

作業を進めた。 

確定された未利用地については、土地の地目や区

域区分、残存建物の撤去等の問題があり、検討すべ

き課題が多く、関係機関に協力を得ながら検討を重

ねているが、有効な活用方法を見いだせていない。

今後も引き続き関係機関に協力を仰ぎながら有効

活用の方法を検討していくこととしている。 

 

経過報告 

10．都市計画

道路泉州山

手線用地 

（２）意見 

②機会費用

を認識の上、

早期に事業

化または事

業化廃止へ

取組むべき 

毎年、事業を行わずに未利用地を保有する

ことにより、コストが発生することを十分に

意識したうえで、早期事業化または、事業化

廃止を決定すべきである（意見番号80）。 

長期未着手である道路の都市計画については、平

成23年３月に見直しの基本方針を策定し、平成23年

度から関係市町と協議を進めている。 

なお、市町との協議が整い次第、都市計画の変更

を行う予定としており、これに合わせて将来の事業

化または廃止を決定する。 

経過報告 
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包括外部監査結果報告書記載内容 措 置 等 の 状 況 対 応 

③岸和田南

海線 

機会費用を

認識の上、早

期に事業化

または事業

化廃止へ取

組むべき 

毎年、事業を行わずに未利用地を保有する

ことにより、コストが発生することを十分に

意識したうえで、早期事業化または、事業化

廃止を決定すべきである（意見番号83）。 

 

長期未着手である道路の都市計画については、平

成23年３月に見直しの基本方針を策定し、平成23年

度から関係市町と協議を進めている。 

なお、市町との協議が整い次第、都市計画の変更

を行う予定としており、これに合わせて将来の事業

化または廃止を決定する。 

 

 

経過報告 

17．阪南桃の

木台（２）意

見 

②当物件の

利用計画を

早急に再検

討すべき 

補助金返還の問題はあるものの、戸建住宅

建設への計画変更も含めて当物件の利用計画

を早急に再検討する必要がある。 

阪南スカイタウンの物件の分譲価格から概

算すると、当物件全体の分譲価格は５億円程

度になると思われる。（中略）このまま当物件

を放置すれば、その間の維持管理費用1,000 

千円のほか、金利相当額や固定資産税などの

機会費用も毎年発生する。これらのコストも

十分に加味して検討を行うべきである（意見

番号93）。 

府の財政状況を踏まえ、事業の優先順位を検討し

た結果、現存する府営住宅の耐震化を優先するもの

であり、建設工事の着手時期については、現在、利

用計画の代替案と並行して検討中である。 

経過報告 

 



総括表　

件数
措置

（うち今回措置分）
経過報告

（うち今回報告分）
件数

措置
（うち今回措置分）

経過報告
（うち今回報告分）

10 6 4

(4) (4)

平成19年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況

　都市整備部が所管する港湾事業及び河川事業並びに総務部危機管理室が所管する事業の財務に関する事務の執行

【平成27年3月18日現在】

項　　　　目
監査対象機関

（部局等）

指　摘 意　見

　危機管理に関する事務
　総務部 危機管理室
　（現　政策企画部）

（注１）指摘･････････①合法性、合規性、②経済性・効率性・有効性の観点から、是正・改善を求めるもの
　　　  意見･････････指摘には該当しないが、監査人が必要ありと判断したときに、府の組織及び運営の合理化に資するために述べる見解のこと
（注２）措置･････････指摘等をもとに措置を行ったもの又は措置の方針を決定したもの
　　　　経過報告･････措置又は措置の方針を検討している経過を報告するもの

　港湾に関する事務

　都市整備部 港湾局

　堺泉北埠頭 株式会社

　泉大津港湾都市 株式会社

　河川及び水防に関する事務 　都市整備部 河川室

19 19 17 17

4 4

2 2 4 4

16

1 1 23

16

23
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平成１９年度包括外部監査結果に基づき講じた措置の状況 

第３ 堺泉北埠頭株式会社 

８ 青果事業 

(4) 大阪府営施設の使用料が低廉に抑えられていること 

包括外部監査結果報告書記載内容 措置等の状況 対応 

①燻蒸上屋の使用

料 

エ 監査の結果及

び意見 

 

 

 

②大阪府営上屋の

屋上使用料 

 

 

③上屋敷地の使用

料 

 

④まとめ 

（前略）燻蒸上屋は特別会計に属するものであ

り、特別会計は原則としてその収入でもって費

用を賄うべきものである。この特別会計の趣旨

に鑑みれば、大阪府において、燻蒸上屋の使用

料について、原価との乖離を縮小する努力が求

められる。【意見】 

 

大阪府は、更地利用の場合の料金設定とは異

なり、相応の料金設定を検討してもよいのでは

ないかと考えられる。【意見】 

 

 同上【意見】 

 

（前略）青果事業関連施設使用料については、

相応の料金設定を検討してもよいのではない

かと考えられる。【意見】 

 

青果事業関連施設も含め府営上屋等の在来埠頭に

ついては、府市統合本部会議(平成 24 年６月 19 日開

催)、及び大阪府戦略本部会議(平成 24 年６月 29 日

開催)において、府が港湾運営会社を目指す堺泉北埠

頭（株）に管理運営を委ねる旨の基本的方向性が示

されたところ。 

今後は、同株式会社による埠頭運営の収支も踏ま

えつつ、近隣港の同様施設の料金動向も勘案しなが

ら、相応な価格設定について検討を行っていく予定。

経過報告 
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